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第６３回租税研究大会開催にあたり

社団法人日本租税研究協会副会長

水野 勝
（日本たばこ産業株式会社顧問）

本日は、第６３回租税研究大会に多数の皆様と
講師の方々にご参加いただき、心から御礼を申
し上げます。特に財務省古谷主税局長、総務省
北崎自治税務局企画課長におかれましては、公
務ご多忙の中をパネリストとしてご参加を賜り、
誠にありがとうございます。また、ご出席の皆
様方には、常日頃、租研の事業活動にご支援・
ご協力を賜っていることにつきまして、本席を
お借りいたしまして、改めて厚く御礼を申し上
げます。

さて、わが国は内外の経済・社会構造の激し
い変化の中で、短期、中長期ともに多くの問題
に直面しております。本年３月には、東日本大
震災という未曾有の国難が発生いたしましたが、
今も依然としてその復旧・復興の過程にありま
す。さらに、日本企業は、従前より問題とされ
ている法人税率をはじめ、厳しい労働環境、環
境制約、交易条件に加えまして、足元の急激な
円高、電力の供給制約もございまして、六重苦
ともいわれる厳しい条件の下にあります。

これら六重苦は、企業におきますところの国
内投資の魅力の低下を招き、足元では日本企業
の海外移転、海外における M&A の積極展開
や外国企業の日本転出等が顕在化し、産業の空
洞化、雇用の喪失、経済成長の鈍化に結び付き、
それがまた投資の減退、流出につながるといっ
た「負のスパイラル」が懸念されております。
このような極めて厳しい状況から脱却するため
には、民間部門の活動を活性化させ、それをエ

ンジンとして雇用の確保と所得の増加を通して、
自律的な成長につながる「正のスパイラル」を
実現し、経済の好循環をもたらす政策の実行こ
そが優先すべき課題でございます。それには、
グローバル化時代にふさわしい成長戦略の策定、
電力安定供給の確保、エネルギー戦略の見直し
とその実現に官民挙げて早急に取り組むことが
重要でございます。

また、構造的な問題として、日本は世界一の
少子・超高齢化社会であり、また、社会保障費
用の膨張によって、将来に対する国民の不安や
懸念が高まっております。これには早急に持続
可能な社会保障制度の構築を図り、国民の気持
ちに安心と安定をもたらすことが極めて重要で
ございます。日本には国際社会にも必ず訪れる
超高齢化社会の先導役が期待されております。
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そして、日本は国・地方の長期債務残高が巨
大な額に達し、平成２３年度で国の借金４４兆円が
税収４３兆円より多いという異常事態が続く、世
界でもけた外れの財政赤字の問題を抱えており
ます。財政健全化目標に基づき、その改革案の
実現に向けたスケジュールを明確なものとし、
これを早期に実現し、国際的信認を得ることが
強く求められております。

一方、政府におきましては、「社会保障・税
一体改革成案」や、「日本再生のための戦略に
向けて」など重要な政策が打ち出されておりま
す。今まさにスピードを持った実行力が問われ
ている、と思っております。新政権にはその実
現を期待するところでございます。

税制改革におきましても、このような一体改
革の中で国民の力、民間の力を生かす、将来の
日本を明るい元気な未来として築くにふさわし
い抜本的な税制改革を早期に実現することが不
可欠でございます。

当協会におきましては、民間の立場から税・
財政の問題を調査研究し、毎年中長期的な課題
を含め、あるべき税制改正についての提言を行
っております。

わが国では、成長戦略、財政健全化、社会保
障制度の改革等を一体的に強力に推進すること
が求められており、そのためには「経済活力の
強化」と「安定財源の確保」の２つをキーワー
ドとして、消費税の引き上げをはじめとした抜
本的な税制改革による、あるべき税制の早期実

現が必要と考えております。
企業をはじめとする経済主体にダイナミズム

を回復・強化する必要があり、グローバル化時
代にふさわしい企業の国際的競争力を維持・強
化し、国民、ひとりひとりの活力や能力を存分
に発揮できる税制の構築が何よりも重要であり
ます。

そのためにも、当協会におきましては、消費
税率につきまして早期に第１段階の引き上げを
行い、まずは２０１５年度までに１０％に引き上げる
ことを含む抜本的な税制改革について早期に実
現を図っていくべきであると考えております。

本大会におきましては、午前中の増井教授の
研究報告をはじめ、これから開催します「抜本
的税制改革を巡る諸課題」、明日には「国際課
税を巡る課題と展望」、当協会税務会計研究会
の「企業会計基準のコンバージェンスと法人税
法の対応」につきましての報告と討論を予定し
ております。ご担当される皆様方は、税制、財
政、会計に精通された方々です。大変有意義な
お話を伺えるものと考えております。皆様とと
もに大きな期待を込めて拝聴いたしたいと存じ
ます。

最後になりましたが、ご出席の皆様方のます
ますのご発展をお祈り申し上げますとともに、
当協会の活動につきまして今後ともご支援、ご
協力をいただきますよう切にお願い申し上げま
して、私のご挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
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Ⅰ．問題の所在

１．報告の趣旨

東日本大震災直後から、税財政の課題は、３
つに分かれました。第１が災害への即時対応、
第２が復興財源の確保です。そして第３が、震
災以前から懸案となっていた中期的課題にとり
くむことです。本日は、この第３の課題のひと
つとして、法人税制の国際的側面を考えます。

これから、日本国内の成長機会は、小さくな
っていきます。日本企業が業績を伸ばすには、
リスクをおそれず、海外の経済成長を取り込ま
ざるをえません。実際、２０００年から２０１０年にか
けてのアンケート調査によると、海外売上高の
比率の高い企業ほど、今後の需要見通しを強気
に見積もっています（『平成２３年度経済財政白
書』１４３頁（２０１１年））。足元でも、日本企業に
よるアジア企業の M&A は１～８月で１４３件に
達し、市場拡大が見込めるアジアに海外戦略の
軸足を移す傾向が明らかになっています（日経
新聞２０１１年９月６日）。いまのところ米欧の二
極ともに経済が不振で（内閣府「月例経済報告
（平 成２３年８月）」６－８頁（２０１１年））、こ の

状況がいつまで続くかわかりませんが、中期的
展望として成長を見込めるのが新興国市場であ
ることは、ほぼ間違いがないでしょう。

この中で、法人税制のあり方として、国外所
得の扱いがますます重要な領域になってきます。
そこで、報告の論題は「内国法人の全世界所得
課税とその修正」としました。日本法は、内国
法人の全世界所得に課税します。この課税原則
について、近年、修正の度合いが強くなってき
ています。これが今後どういう方向に向かうの
か。これは、日本経済にとって重要なだけでな
く、理論的にも興味深い問題です。

９月７日（水）・午前報告

増井 良啓
東京大学大学院法学政治学研究科教授

内国法人の全世界所得課税と
その修正
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２．用語の定義

本日の報告では、次の意味で言葉を用います。
＊「源泉地ベース」の課税という言葉を、経済

的な意味で用います。たとえば、トヨタが日
本国内に工場をおいて事業収益を得るという
とき、これにかかる法人税は、「源泉地ベー
ス」の課税です。これは、法律上の構成とは
違います。法律上、内国法人は、個人居住者
と同様、無制限納税義務を負います。これが、
全世界所得課税というときの法律上の前提で
す。しかし、会社は事業を行うためのアレン
ジメントであり、さまざまなステークホール
ダーの結節点です。会社の背後には内外の投
資家がいます。そこで、法律上の構成を一歩
離れ、経済的な言葉遣いをすれば、外国投資
家との関係で、日本の法人税は「源泉地ベー
ス」の課税である、ということができます。

＊「国外所得」という言葉を、広い意味に用い
ます。法律上、外国支店と外国子会社は、そ
れぞれ異なる課税ルールに服します。しかし、
いずれの組織形態をとっても、親会社の支配
に服することに変わりはありません。完全子
会社の場合には、とりわけそうです。ですか
ら、国外所得の課税を検討するにあたっては、
外国支店と外国子会社をあわせて考えること
が必要です。そこで、以下で「国外所得」と
いうとき、内国法人の外国支店が稼得する所
得だけでなく、外国子会社が稼得する所得も
含めた意味で、広くイメージしておきます。

Ⅱ．日本法の展開

はじめに、日本法がこれまでどう展開してき
たかを、簡単におさらいしておきましょう。

１．外国子会社の能動的所得に対する
課税繰延

内国法人の全世界所得課税という原則には、
当初から、大きな修正が加えられていました。

子会社形態で外国に進出し、能動的所得を稼得
すれば、日本での課税が繰り延べられていたの
です。

昭和２８年度税制改正（１９５３年）で、はじめて
外国税額控除が導入されます。そして、昭和３７
年度および３８年度税制改正（１９６２－６３年）に、
これが整備されていきます。当時の考え方は、
日本企業の海外経済活動を後押ししようという
もので、納税者にもたらす利益をできるだけ手
厚くする方向で制度設計されていました。この
中で、外国子会社について間接外国税額控除が
導入され、控除限度額について一括限度方式が
設けられました。

ここで重要なのは、全世界所得課税に大きな
例外が存在したことです。全世界所得課税です
から、内国法人が海外に支店形態で進出する場
合や、海外から投資収益を稼得する場合には、
所得の発生時に日本の法人税がかかります。し
かし、これには大きな例外があり、外国に子会
社形態で進出する場合には、その子会社の稼得
する所得は、日本に送金されるまでは課税の対
象となりません。この構造を前提としたうえで、
子会社所得が配当の形で日本にやってきた時点
で、外国税額控除を与えていたのです。外国税
額控除は、配当にかかる源泉税だけでなく、子
会社の納付した法人税でその配当に対応するも
のをも、対象にしていました。

その後、昭和５３年度税制改正（１９７８年）で、
タックス・ヘイブン対策税制が設けられました。
特定外国子会社が軽課税国に所得を貯め込むと、
日本への送金を待たずして、その留保所得がす
ぐさま日本の支配株主に対して課税されるよう
になりました。しかし、現地に事業の実態があ
る場合には適用が除外されましたから、結局、
外国子会社が能動的所得を稼得しても、日本で
の課税は繰り延べたままでした。

２．平成２１年度と２２年度の税制改正

このように、全世界所得課税のたてまえは当
初から修正されていたわけですが、これにさら
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に修正を加えたのが、平成２１年度税制改正
（２００９）です。間接外国税額控除を廃止し、そ
の代わりに、外国子会社から受ける配当を益金
不算入としました（青山慶二「わが国企業の海
外利益の資金環流について―海外子会社からの
配当についての益金不算入制度―」租税研究７１０
号１２７頁（２００８年））。

この修正は、「内国法人の全世界所得課税」
というたてまえをくつがえすものではありませ
ん。子会社配当以外のポートフォリオ配当や、
外国子会社から受け取る利子や使用料などは、
これまでと同様に全世界所得課税に服します。
しかし、子会社配当という特定のルートを通っ
て国内環流する部分については、これまでは課
税を繰り延べていただけのところが、いまや恒
久的に非課税となりました。その限りで、全世
界所得課税というワールドワイド方式から、領
土内課税というテリトリアル方式の方向に、一
歩を進めたということができます。

２年前の租研大会で、当時の大矢俊雄参事官
は、外国子会社配当益金不算入の導入は中期的
なロードマップの第一歩であると述べておられ
ました。そして、国際課税全般の見直しの中で、
外国子会社合算税制のあり方も総合的に検討す
べきであると指摘されました（日本租税研究協
会『税財政の今後の課題と展望 日本租税研究
協会創立６０周年記念租税研究大会記録』７８頁
（２００９年））。たしかに、外国子会社の行う配当
と内部留保は表と裏の関係にありますから、配
当と内部留保の取扱いはパッケージで考えなけ
ればなりません。とりわけ、配当しても日本で
非課税になるのなら、配当せずに内部留保する
ことが不当な課税繰延だという説明は、スト
レートな形ではやや難しくなります。こうして、
外国子会社合算税制の設計思想にも影響が及び
ます。

平成２２年度税制改正（２０１０年）は、外国子会
社合算税制を改正しました（青山慶二「外国子
会社合算税制について―わが国の改正と英国と
の比較検討―」租税研究７３１号１８８頁（２０１０年））。

トリガー税率を２０％に引き下げたことや、地域
統括会社を適用除外としたことなど、企業の事
業展開に影響をもつ改正です。特に注目すべき
点として、特許権の使用料や債券の利子などの
資産運用的な所得について、日本親会社の所得
に合算して課税することにしました。つまり、
適用除外要件を満たす場合であっても、特定外
国子会社の稼得する受動的所得は日本で課税す
る。こうすることで、「受動的所得については
軽課税国への付け替えを許さないぞ」というポ
リシーを、明確に採用したことになります。

ちなみに、名称の問題として、２０００年７月の
税制調査会の答申あたりまでは、「タックス・
ヘイブン税制」といっていました（税制調査会
『わが国税制の現状と課題―２１世紀に向けた国
民の参加と選択』３５１頁（２０００年））。その後、「外
国子会社合算税制」という呼び方がいつ一般的
になったか、正確なところを私は知りません。
少なくとも、２００２年６月の税調答申では、「外
国子会社合算税制」と呼んでいます。以下では、
外国子会社合算税制といいます。諸外国の制度
を紹介するときには、CFC 税制といいます。
呼称の変更が趣旨の変更と関係するという見方
もありますが（日本公認会計士協会税制調査会
研究報告第２１号『タックスヘイブン対策税制か
ら外国子会社合算税制へ―問題点の分析と提言
―』２頁（２０１１年））、ここでは立ち入りません。
ちょうど２０００年ごろから、OECD が「有害な
税の競争」に対する対抗運動として、タックス・
ヘイブンを具体的にリストアップしはじめてお
り、その作業との関係で、タックス・ヘイブン
という用語が情報交換や透明性の欠如という特
定の要件を満たすものに限られるようになって
います（増井良啓「租税条約に基づく情報交換
―オフショア銀行口座の課税情報を中心として
―」金融研究３０巻４号（２０１１年、掲載予定））。

３．企業の動き

平成２１年度改正の前後で、企業の動きはどう
なっているのでしょうか。今年の経済財政白書
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は、ここ１０年の対外直接投資の動きを、次のよ
うに分析しています（『平成２３年度経済財政白
書』１４９頁（２０１１年））。すなわち、
＊２０００年代において日本の直接投資収益は増加

した。その内訳を再投資収益と配当金に分け
ると、もともとは配当金の割合が高かったも
のの、現地での旺盛な投資需要に応える形で
次第に再投資に回る分が増加し、２００８年には
両者が半々ずつとなった。しかし、２００９年に
なると直接投資収益が全体として減少する中
で、配当金の割合が大幅に高まった。これは、
「リーマンショック後における海外での投資
機会の縮小に加え、２００９年度税制改正による
外国子会社益金不算入制度が影響している可
能性がある。この傾向は２０１０年に一層顕著に
なり、直接投資収益の大部分が配当として環
流している。」と述べています。

＊日本企業の配当金の国内環流が少ないという
指摘があるけれども、実際には、直接投資収
益における配当金の割合は高い、というので
す。
以上を要するに、世界金融危機のあおりをう

けて、対外直接投資から得られる収益は減って
いる。しかし、その内訳をみると配当金の割合
が増えている。これが白書の分析です。

では、国内に環流した配当金はどう使われて
いるか。２０１１年７月１９日の日経新聞は、経産省
のアンケート調査を紹介しています。それによ
ると、今後３年から５年の使い道として、研究
開発・設備投資が４４％、借入金返済が２６％、株
主配当が１９％、従業員への報酬・教育訓練が
１６％（複数回答可）、ということです。同じ数
字は、『通商白書２０１１』１８４頁にも、経産省実施
の海外事業活動調査（２００９）の引用として、示
されています。実際にどう使われ、どういう経
済効果があったかは、これから本格的に実証分
析により検証すべきところでしょう。

４．法人税率のレベル

一連の改正の背景になっているのが、各国と

比較した場合の日本の法人税率の相対的なレベ
ルです。スライドに、今年１月の段階で法人税
率を比較したグラフを財務省のホームページか
ら引用しました。各国の法人税率が一般的に引
き下げられてくる中で、日米の法人税率が高止
まりしています。

いうまでもなく、多国籍企業の意思決定は、
法人税だけでなく、人件費や為替レートなど、
いろいろな要素に影響されます。また、法人税
といっても、税率だけで納税額が決まるわけで
はなく、課税ベースが小さければ納税額は小さ
くて済みます。日本は平成１９年度改正（２００７年）
で減価償却を寛大なものにしていますし、各種
の特別措置により加速償却や特別税額控除が利
用できることもあります。こういった事情はあ
りますが、法定税率は直感にアピールしやすく、
企業の意思決定に影響を及ぼす可能性がありま
す。

子会社の配当政策の例で考えてみましょう。
東京に本社のある会社に適用される税率が４０％
で、海外子会社に適用される税率が２５％である
と仮定します。平成２１年度改正前、子会社が配
当を行うと、日本の親会社の益金に算入してい
ました。日本の税率が外国よりも高いため、間
接外国税額控除がフルに利用できたとしても、
税率差の１５％分だけ、追加的に課税される可能
性がありました。これに対する根本的な対応は、
日本の税率を引き下げて２５％にすることです。
そうすれば、配当に伴う追加的な課税はほとん
どなくなります。そもそも、投資先の決定にあ
たり、外国でも日本でも同じ２５％の課税ですか
ら、いずれかが有利になることもありません。

平成２１年度改正は、法人税率をそのままにし
て、受取配当を益金不算入としました。これに
よって、配当するか否かについての選択に、法
人税がバイアスを与えることはなくなりました。
けれども、税率の内外格差は、依然として残り
ました。そうである以上、環流した資金を用い
て日本国内で投資をするか、海外投資に振り向
けるかという選択について、なお税制のバイア
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スが残っています。この中で、平成２３年度税制
改正大綱は、国税と地方税をあわせて法人税率
を５％引き下げることを提案しました。この改
正案は６月の段階で法律とならず、今日に至っ
ています。このような状況の下で、現在、日本
の法人税をどの方向にもっていくべきかが問わ
れているのです（吉村政穂「諸外国における法
人税改革の状況と評価」税研１５５号２９頁、３１頁
（２０１１年））。

Ⅲ．諸外国の動向

次に、法人企業の稼得する国外所得の扱いに
ついて、諸外国の税制がどうなっているかを、
かいつまんでお話しします。

１．外国税額控除か国外所得免除か

国際的二重課税排除の方式として、国際的に
認知されている方式は、外国税額控除方式と国
外所得免除方式です。OECD モデル租税条約
も、２３A 条と２３B 条でこの両方式を並記し、各
締約国がいずれかを選択してよいとしています。

各国の税制は、このいずれかに軸足をおきつ
つ、方式を組み合わせています。Hugh Ault and
Brian Arnold, Comparative Income Taxation :
A Structural Analysis（Kluwer Law Interna-
tional, ２０１０）は、９つの産業先進国の所得税制
を構造的に比較した、定評のある書物です。比
較の対象は、日米のほか、英仏独蘭加豪、それ
にスウェーデンです。同書によると、いずれの
国も、両方式を組み合わせています。おおまか
にいって、ポートフォリオ投資については外国
税額控除をとり、直接投資については国外所得
免除をとっています。

その組み合わせのやり方が、国によってかな
り異なっているわけです（同書４４８頁）。外国税
額控除方式を最も広く利用しているのが、米国
です。これに対し、欧州大陸の諸国やオースト
ラリアは、国外所得免除の特徴をより強く有し
ています。カナダが中間に位置し、英国は近年、

国外所得免除の方向に動いています。日英はこ
れまで外国税額控除のみを用いるほうに近かっ
たのですが、２００９年に外国子会社益金不算入制
度を導入し、世界的に注目を浴びています。

２．テリトリアル方式の比較

２０１１年５月２４日に、米国下院の歳入委員会で、
国外事業所得の課税について公聴会がありまし
た。この公聴会に、両議院税制委員会（Joint
Committee on Taxation）が資料を提出しまし
た。この資料は、各国の国外所得免除のやり方
をテリトリアル方式と呼び、その概要を比較検
討しています（Joint Committee on Taxation,
Background and Selected Issues Related to
the U．S．International Tax System and Sys-
tems That Exempt Foreign Business Income,
JCX―３３―１１, May２０,２０１１）。

お手元のスライドは、その情報の一部を抜き
書きしたものです。
＊カナダ。日本のルールに近いところに位置し

ているのが、カナダです。日本が外国子会社
配当を益金不算入にしたのは最近ですが、カ
ナダでは１９６０年代のカーター報告書のころか
ら議論があり、１９７６年に現行制度の骨格がで
きています。その後、負債利子費用の控除を
制限する提案がされるなど、長い論争が続き、
２００８年に諮問委員会の報告書が出て、今日に
至っています（Sandra Slaats and Penny
Woolford, The Evolution of the Interna-
tional Tax Rules, Canadian Tax Journal
（２０１０）Vol．５８（Supp．）２２５）。

＊フランスとオランダ。フランスやオランダは、
伝統的なテリトリアル方式の国々です（中里
実「フランスにおける国際的二重課税排除措
置」『国際取引と課税―課税権の配分と国際
的租税回避』２頁、１４頁（有斐閣、１９９４年、
初出１９９１年））。子会社配当のみならず、子会
社株式を譲渡した場合の譲渡損益を課税の対
象から除外しますし、外国支店の稼得する能
動的所得を課税の対象から除外する例があり
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ます。オランダに至っては、CFC 税制すら
有していません。これはだいぶ徹底していて、
持株会社を誘致して資本の通過拠点となるお
国ぶりが出ています（増井良啓「持株会社の
課税をめぐる二、三の問題」商事法務１４７９号
７９頁、８１頁（１９９８年））。

＊英国。近年大きく動いたのが、英国です。２００９
年の改正で、外国配当を非課税にしました。
日本と似ていますが、異なる点もいろいろあ
ります。ポートフォリオ株主の受け取る配当
も非課税としています。小法人には適用しま
せん。グループ内負債について発生する利子
費用の控除についても、ワールドワイド・デ
ット・キャップという制限があります。いず
れも、EU 法に適合するための改正という要
素があります。英国はその後も、大きな改正
を打ち出しています。スライドに記した公聴
会の資料では「検討中」となっていますが、
外国支店についても非課税とすることに踏み
切りました。また、CFC 税制を組み替えて、
外国子会社と外国支店を一括して対象にした
うえで、人為的に付け替えた所得を合算する
しくみにしようとしています。さらに、法人
税率をさらに引き下げることや、いわゆるパ
テント・ボックスの提案を行って、企業の立
地条件を改善しようとしています（http : //
www．hm―treasury．gov．uk/corporate_tax_
reform．htm）。

＊米国。米国の状況については、日本でも先行
研究の多いところです。私の見るところ、米
国の政策論議の特色は、ふたつの陣営が真正
面から対立している点にあります（増井良啓
「米国両議院税制委員会の対外直接投資報告
書を読む」租税研究７０８号（２００８年）２０３頁）。
一方の陣営は、全世界所得課税を純化し、子
会社留保所得を例外なく発生ベースで課税せ
よといいます。他方の陣営は、欧州大陸の国々
のようなテリトリアル方式へと向かえ、外国
子会社から受け取る配当や、外国支店に帰属
する所得は、課税免除せよといいます。現行

法に問題があることについては、両陣営の間
に合意があります。しかし、処方箋が１８０度
違う方向を向いています。両陣営がじりじり
と対峙したまま、現実には、抜本的な改正に
はつながっていません。米国で現実化したの
は、時限措置です。２００４年には時限立法とし
て、外国子会社からの受取配当を８５％非課税
としました。内国歳入法典９６５条です。その
結果、２００４年に被支配外国法人を有していた
９７００社のうち、８４３社が非課税措置を利用し、
環流額３６２０億ドルのうち３１２０億ドルが非課税
とされました（M．Mendel Pinson and Mela-
nie Shanley, Effects of ２００４ Int’l Tax Holi-
day, Recommendations Going Forward, Tax
Notes, August ２２, ２０１１, note９による）。た
だし、その多くは自社株の買い戻しに用いら
れたといわれており、当初の立法目的どおり
米国内の雇用拡大につながったのか、議論の
あるところです。最近もまた、同種の配当非
課税措置の提案がされており、論壇をにぎわ
せています（Kenneth J．Kies, A critique of
the CRS Report on repatnation, Tax Notes,
August １５, ２０１１, ７３７）。２０１１年９月６日には、
上院財政委員会の公聴会のために、両議会税
制委員会が報告書を提出し、国際通商に関す
る経済データや、クロスボーダー所得に対す
る米国の現行課税ルール、テリトリアル方式
と完全合算方式（full inclusion tax system）
について論じています（Joint Committee on
Taxation, Present Law and Issues in U．S．
Taxation of Cross―Border Income, JCX―４２―
１１, September ６,２０１１）。

Ⅳ．若干の指摘

以上をふまえ、若干の点を指摘します。

１．理論的枠組のゆらぎ

�１ 伝統的な対立図式―CEN対 CIN
私が研究者として最も興味をひかれるのが、
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伝統的な理論枠組がゆらいできている、という
ことです。

伝統的に、全世界所得課税を基礎づける理屈
は、資本輸出の中立性（CEN）にありました。
これは、Peggy Musgrave 教授の定式化により
ます。CEN とは、どこで所得を稼得したとし
ても投資家の資本所得が同じ合計税率で課税さ
れるという基準です。異なる場所で稼得された
所得を等しく課税することによって、場所の違
いによる税制上のインセンティブを除去するの
です。CEN の下で、企業は税引前リターンが
最大になる場所に投資することになり、世界的
にみた生産効率性が達成されます。

CEN に対置されてきたのが、資本輸入の中
立性（CIN）です。これは、投資家の所在地に
かかわらず投資が等しい合計税率で課税される
という基準で、効率的な貯蓄を促進する基準で
す。これを達成するには個人所得税率の調和が
必要ですが、実際には各国の政策が貯蓄者のリ
ターンに影響してしまいます。そのため、CIN
よりも CEN のほうが優位である、といわれて
きました（Michael J．Graetz, Foundations of
International Income Taxation １９―３９（Founda-
tion Press,２００３））。

�２ CENに対する学術的批判
このような伝統的な対立図式に、近年、変化

が生じています（浅妻章如「海外子会社（から
の配当）についての課税・非課税と、実現主義・
時価主義の問題」フィナンシャル・レビュー９４
号９７頁、１１８頁（２００９年））。

CEN の考え方に対して、学術的批判が強ま
りました。批判には、いくつものレベルがあり
ます。

たとえば、CEN の分析枠組は、「ホーム国が
外国所得を課税することが外国企業に影響を与
えない」ということを前提としています。しか
し、国内企業の行動が外国競争者に影響する以
上、国内企業がホーム国の課税に影響されれば、
外国企業も間接的に影響を受けます。したがっ

て、この前提には問題があると批判されていま
す（James Hines, Reconsidering the Taxation
of Foreign Income, ６２ Tax Law Review ２６９,
２７５（２００９））。

また、CEN の考え方は、世界全体でみた厚
生の最大化を目的としています。これに対して、
開き直りに近い批判もあります。「どうしてグ
ローバルな厚生を基準にするのか、一国限りの
厚生最大化を狙えばよいではないか」、という
わけです（Michael J．Graetz, Taxing Interna-
tional Income : Inadequate Principles, Out-
dated Concepts, and Unsatisfactory Policies,
５４ Tax Law Review ２６１,２７６（２００１））。

�３ CON
議論の風向きを変えるきっかけとなったのが、

資本所有の中立性（CON）という新しい基準
です。これは、Mihir Desai 教授と James Hines
教授が提示したもので、資本資産の効率的な所
有を問題にします（Mihir A．Desai and James
R．Hines, Jr．, Old Rules and New Realities :
Corporate Tax Policy in a Global Setting, ５７
National Tax Journal ９３７, ９５５（２００４））。ひら
たくいいますと、工場などの実物資産を内国企
業が所有するか外国企業が所有するかに対して
税制が中立的である、ということです。

CON が CEN と異なるのは、資産が誰に所
有されているかに着目し、資本所有の効率性を
問題にする点にあります。一方で、CEN は、
資本供給が固定されていると前提し、限られた
資本をどの場所に振り向けるかに着目していま
した。そのうえで、軽課税国に過大な投資がさ
れ、高課税国に過少な投資がなされることを防
ぐため、ホーム国が「全世界所得課税＋外国税
額控除」により調整を行うべきであるとしてい
たのです。

他方で、CON は、この前提をとりません。
いまや、対外直接投資といっても、更地から事
業を立ち上げることは少なく、M＆A などによ
って既存の無形資産を買うことが増えています。

― 9 ―



問題になるのは、その資産を誰が所有すれば最
も効率的に稼働するか、という点だというので
す。

この見地から、CON は、政策論上、次のよ
うな処方箋を導き出します。それは、①すべて
の国が国外所得免除を行うか、あるいは、②す
べての国が「全世界所得課税＋外国税額控除」
を採用するか、このいずれかが望ましいという
ものです。

�４ 理論的枠組のゆらぎ
この話はだいぶ抽象的です。いろいろな仮定

や前提の下で成立する理論モデルの間の争いで
す。現実の租税政策の立案に対して、具体策を
提供するものではありません。しょせん、「頭
字語の争い（battle of acronyms）」です。

しかし、学問上の論争は、長期的なスパンで、
政策形成にじわじわとインパクトをもちます。
従来の理論的枠組に疑問が提示され、知的風景
が変わりつつあることを、理解しておく必要が
あるでしょう。

２．多国籍企業の選択

�１ 選択可能性の利用実態
では、租税政策の指針を得る上で、何がポイ

ントになるのでしょうか。それは、現在の多国
籍企業にとって、次のような点について選択可
能性があることだと考えます。ここでいう選択
には、経済実態の変更が伴うものや、税務上の
形式的な選択など、いろいろなレベルのものが
あります。
＊事業形態。事業形態として、法人形態をとる

のか、非法人形態をとるのかは、企業の自由
です。海外の完全子会社をパス・スルー事業
体にすれば、税務上の効果としては、支店を
設けたことと変わりません。

＊会社の居住地。内国法人になるか、外国法人
になるかも、かなりの部分、選択できます。
Bill Gates は１９７５年に米国のニュー・メキシ
コ州でマイクロソフトを設立しました。しか

し、当初からバミューダで設立していたとす
れば、米国の納税額はもっと少なかっただろ
うという冗談があります。

＊資金調達。資金調達のやり方として、株式と
負債のいずれを用いるかも、選択できます。
支払配当は損金不算入で、負債利子費用は損
金算入ですから、どちらを用いるかで税収に
影響します。これが国境をまたぐと、税収の
落ちる国が異なってきます。子会社が配当を
支払うと子会社のところで法人税がかかるの
に対し、子会社が利子を支払うと子会社のと
ころでは法人税がかかりません。多国籍企業
としては、軽課税国で株式による資金調達を
し、高課税国で負債による資金調達をするの
が、プランニングとして得策になります。

＊所得源泉。所得源泉についても、どのソース・
ルールを適用するかは、取引の法形式により
ます。たとえば、土地を直接に貸し付けると
不動産所得が国内源泉所得に該当する場合に、
その土地を保有する会社を設立して配当を受
け取れば配当所得に関するソース・ルールが
適用される、といった具合です。
こういった選択可能性は、それぞれにそれな

りの理由のある線引きによるもので、どれを選
ぶかは企業の自由です。ところが、これを組み
合わせることによって、どの国でも課税されな
いいわゆる無国籍所得（Stateless Income）が
生じます。

昨年の秋、Google の税務戦略が大変な話題
になりました（Jesse Drucker, Google ２．４％
Rate Shows How ＄６０ Billion Lost to Tax
Loopholes, Bloomberg, Oct．２１,２０１０）。いわゆ
る Double Irish Dutch Sandwich というスキー
ムです。名前のとおり、ふたつのアイルランド
会社の間にオランダ会社を介在させます。まず、
費用分担契約によって米国からアイルランド持
株会社に無形資産を移転し、全世界からの使用
料をこの会社に集める。ところがこの子会社の
居住地がミソで、バミューダで管理支配してい
るためアイルランド税法との関係では外国法人
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とされ、アイルランドの法人税がかかりません。
もちろん、バミューダでも法人税がかかりませ
ん。さらに、租税条約を利用して源泉税を減ら
すため、アイルランド会社を持株会社と事業会
社に分け、両者の間にオランダ会社を介在させ
る。米国連邦税法との関係では、オランダ会社
も、アイルランド孫会社も、パス・スルー事業
体にしておきます。このスキームによって、Goo-
gle の会計上の利益に占める納付税額の割合は、
わずか２．４％で済んだと報告されています。

この話は、Google だけのことではありませ
ん。同様のやり方は、米国に本拠を置く他の多
国籍企業も、広く採用しているといわれていま
す。つまり、米国が全世界所得課税をたてまえ
としているといっても、企業の選択可能性が幅
広い結果、実態はこのようになっているわけで
す。

�２ 国外所得の課税に特有の考慮
国外所得の課税に特有の局面に限っても、多

国籍企業には次のような選択肢があります。
＊日本で稼得した所得を日本と外国のいずれに

投資するか
＊外国に投資する場合においていずれの国に投

資するか
＊外国で発生した収益から日本に配当するか外

国で再投資するか
全世界所得課税との関係でとくに注目すべき

が、外国税額控除方式が相手国における企業の
納税行動に与える影響です（Daniel Shaviro,
Rethinking Foreign Tax Creditability, in Mi-
chael Lang et al．ed．, Tax Treaties : Building
Bridges between Law and Economics ３６３
（IBFD,２０１０））。全世界所得に課税し、外国税
額控除をフルに与える制度の下では、外国政府
に納税しても、日本政府がその分を返してくれ
ます。ですから、多国籍企業としては、外国税
額を減少させることに、あまり熱心にならない
でしょう（米国がホーム国の場合の具体例とし
て増井良啓「複数国による源泉地課税の競合―

Procter & Gamble 事件を素材として」税務事
例研究１２０号３５頁（２０１１年））。これに対し、日
本政府が国外所得を免除すると、多国籍企業と
しては、現地で納付した税金があとで戻ってこ
ないことになります。そのため、外国政府への
納税がよりシビアなコストとなってきます。

このことを、各国政府の立場からみるとどう
なるでしょうか。日本が全世界所得課税をする
ということは、世界中どこで所得が発生しよう
と、最低限、日本の税率で課税することです。
進出先の税率が日本よりも低ければ、差額を日
本が課税する。こうなると、進出先の国として
は、日本と同じ水準までは課税するのが税収確
保の上で合理的なはずです。ですので、全世界
所得課税をとることは、法人税率引き下げの租
税競争に対する歯止めとなるはずでした。

しかし、現実はそうなっていない。純粋に全
世界所得課税を貫く国は存在せず、子会社形態
ならば能動的所得は繰り延べています。よりテ
リトリアル方式に近い国のほうが多数です。そ
ういう中で、進出先の国々がこぞって法人税率
を引き下げてきたわけです。

�３ 論者の議論
多国籍企業のこういった実態を踏まえるのが、

海外における最近の立法政策論の特徴です。
はっきりと企業の選択可能性に着目している

のが、米国の識者です。一方で、Daniel Shaviro
教授は、法人の居住地について選択可能性が拡
大していることを踏まえ、テリトリアル方式へ
の 移 行 が 望 ま し い と し て い ま す（Daniel
Shaviro, The David R．Tillinghast Lecture,
The Rising Tax―Electivity of U．S．Corporate
Residence, ６４ Tax Law Review ３７７（２０１１））。
他方で、Edward Kleinbard 教授は、いきつく
先が課税の真空に他ならないという認識の下に、
困難な道ではあれ、なおも全世界所得課税がい
いとしています（Edward Kleinbard, Stateless
Income’s Challenge to Tax Policy, １３２ Tax
Notes___（２０１１），available at SSRN : http : //
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ssrn.com/abstract=１８７５０７７）。これらは、政策
提案としては、違う方向を向いています。共通
するのは、多国籍企業に選択の可能性があるこ
とを直視しているところです。

これについては、米国特有の状況――たとえ
ばチェック・ザ・ボックス規則により法人と非
法人の扱いを選択できる点など――を割り引い
て考える必要はあります。しかし、企業の選択
が可能な範囲で、日本の議論においても参考に
なります。日本でもかねてより、村井正教授が
「mobility 型税法」というコンセプトの下で、
越境する可動性を念頭において自国課税管轄の
喪失のおそれを立法的に防止するやり方をとら
えています（村井正編著『教材国際租税法（新
版）』４２頁（信山社、２００６年）。

３．真の問題は何か

�１ 大人の政策論
このように見てきますと、この問題を検討す

るおりに気をつけるべき点が明らかになってき
ます。資本輸出中立性といった考え方を教条的
に適用するのは、やめたほうがいい。かといっ
てテリトリアル方式への移行に向けて手放しで
旗を振ることにも、問題がある。

むしろ本当の難しさは、大人の政策論をしな
ければならないところにあります。すなわち、
日本の置かれた経済状況に照らして、全世界所
得課税という原則をどう修正するか、というこ
とです。当初から子会社形態について課税が繰
り延べられており、修正されていたのです。こ
れを土台として、ここ数年でさらに修正を加え
たわけです。ですから、この修正のやり方をど
うファイン・チューニングしていくかが問題で
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す。

�２ 自由な選択と課税権の確保
この観点から取り組むべき真の問題は、いか

にして企業の選択を阻害しない形で、課税権を
確保できるかということです。

昨年秋に、税制調査会の専門家委員会は、国
際課税に関する「論点整理」（２０１０年）を公表
しました。そこでは、広く門戸を開く open
doors policy と、強い垣根をめぐらす strong
fences policy の間で、バランスをとるべきだ
と書かれています。

このことを、いまお話しした点にそくして展
開すると、次のようなことになります。すなわ
ち、一方で、多国籍企業の諸々の選択に対して
税制が阻害的効果をもたないようにすべきであ
る。他方で、国の課税権を確保するための手だ
てを講ずるべきである。この両者のバランスを
とらねばなりません。

�３ プレッシャー・ポイント
バランスを考える上で、いくつかのプレッシ

ャー・ポイントがあります。現行法にもいろい
ろな弱点がありますが（松田直樹「外国子会社
益金不算入制度創設の含意―移転価格と租税回
避への影響に関する考察を中心として」税大論
叢６３号１頁（２００９年））、よりわかりやすい例と
して、国外支店の所得免除をみてみましょう。
先ほど述べたように、外国子会社からの配当を
非課税にするのみならず、国外支店の稼得する
所得を課税除外する国があります。英国のよう
に、最近その方向に踏み切った国もあります。

それでは、仮に日本法が内国法人の国外支店
を所得免除としたらどうなるでしょうか。たし
かに、こうすれば、子会社形態と支店形態の間
の選択に対して、税制のバイアスが減るでしょ
う。しかし、非課税範囲を広げることは、課税
権から離脱する可能性もそれだけ広がるという
ことです。

そこで、次のような点が問題となります。

＊国外支店に帰属する利得の範囲をどう決定す
るか。この問題は、租税条約の事業所得条項
が OECD モデル租税条約新７条のように改
正された場合の対応という形で論じられてお
り、現行法の外国税額控除の下では控除限度
額について検討されています（伴忠彦「OECD
モデル租税条約新７条と外国税額控除の制
度・執行の見直し」税大ジャーナル１６号１６３
頁（２０１１年））。これが、国外支店免除方式の
下になると、いったん国外支店に帰属する利
得であるとされると、その範囲がそのままそ
っくり日本で非課税になるわけです。制度上
も、執行上も、大きなプレッシャー・ポイン
トとなるでしょう。

＊移転価格税制は、現在、国外関連者との間で
適用されます。これに対し、国外支店を免除
すると、支店に所得を移転することで日本の
課税が及ばなくなります。外国支店を国外関
連者とみなすなどして、移転価格税制を拡充
する必要がでてくるのではないでしょうか。

＊費用控除のあり方も問題です。いま、日本で
資金を借り入れて、国外支店に資本拠出し、
その支店が所得をかせいだとします。問題は、
日本の税率が支店所在地国よりも高い場合で
す。一方で、日本の法人所得から借入金に伴
う利子費用が控除され、高い税率の下で大き
な税額が減少します。他方で、国外支店のか
せぐ所得は、より低い外国税率に服します。
これでは、いともたやすく租税裁定ができて
しまいます。もし日本政府が課税権を防御し
ようと考えるのなら、費用控除について、現
在よりも厳格な立法措置が必要になるでしょ
う。

＊CFC 税制についても、軽課税国に子会社を
おく場合だけでなく、軽課税国に支店を置く
場合を含めて、対応が必要になるでしょう。
実際、英国では、そのためのコンサルテーシ
ョンが進行中です。

＊テリトリアル方式への移行をすすめると、内
国法人も外国法人並みに国内源泉所得にのみ
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課税することに近づきます。そこで、本題か
らやや離れますが、さらに一般的な課題とし
て、より強靱なソース・ルールを立案し、所
得源泉の内外区分の人為的操作に対抗しなけ
ればならないかもしれません。たとえば、不
動産保有法人の設立によって不動産所得を配
当所得に転換するのは、実物資産から金融資
産への組み替えの例です。金融資産の内部で
の組み替え、たとえば株式の配当から債券の
利子への転換などは、より容易に生ずるでし
ょう。こういったことは現行法の下でも生じ
ており、テリトリアル方式に特有の話ではあ
りませんけれども、国内源泉所得の範囲をど
う画するかが問題でありつづけます。この観
点からは、外国投資家の保有する公社債の利
子など、足の速い金融所得について、租税特
別措置法上の非課税措置が恒久化しつつある
という事実を、正面から本則として受け止め
ることを検討すべきかもしれません。
このように、一口に国外支店免除といっても、

複数の局面をにらんで、企業選択の自由という
要請と、課税権の確保という要請を、折り合わ
せなければなりません。

�４ 企業にとっての環境変化
企業の側にとって、国外支店を課税免除する

と、現在とはだいぶ状況が変わってまいります。
＊先ほど申し上げたように、日本政府が外国税

額控除を与える現行法と異なり、現地国の課
税がよりシビアなコストになる可能性があり
ます。

＊支店の事業から欠損金が発生した場合も問題
です。理屈をいえば、黒字になっても国外所
得免除であれば、赤字になっても課税の対象
から除外するのが、内外区分を一貫すること
になります。この点がながらく問題になって
きたのが、オランダです。現行法は、国外損
失を取り戻すやり方です。オランダ法人が国
内所得を７５かせぎ、国外支店が国外所得を２５
かせぐと、オランダは２５を免除し、７５のみを

課税の対象にします。これに対し、オランダ
法人が国内所得を１００かせぎ、国外支店がそ
の事業年度に２５の欠損金を認識すると、現行
法の下では、マイナス２５をカウントし、その
年の課税の対象を７５としています。ただし、
あとの事業年度において国外支店が黒字を計
上したら、２５までは国外所得免除の対象にし
ません。欠損金に相当する部分を取り戻すわ
けです。現在、このやり方を改正して、国外
支店に赤字が出てもカウントしないこととす
る方針が示されています。ただし、EU 法と
の関係で、支店を最終的にたたむときにはじ
めて支店損失をカウントすることになるよう
です（P．M．Smit et al．, Netherlands Govern-
ment Bites the Bullet : Fiscal Agenda ? Tax
Policy and Reform Announcements, Bulletin
for International Taxation Vol．６５, No．９,
５０８（２０１１）, at ５１２）。
このように、国外支店免除を検討すると、い

ろいろな点が連動して問題となります。それぞ
れがなかなか面倒な問題で、一筋縄ではいきま
せん。

�５ 付随する重要論点
付随する重要論点でありながら、あまり意識

して関連づけられていない点もあります。ひと
つは地方事業税の扱いであり、現行地方税法の
下ですでにして国外事業は免税です。いまひと
つは外国事業体の性質決定であり、外国法人に
該当するか否かの扱いをどう明確化していくか
です。いずれも、全世界所得課税をどこまで及
ぼすかに密接に関係します。

�６ 中期と長期の区別
さらに視野を広げれば、課税権を調整するた

めに、各国がばらばらに分権的な解決を行うこ
とには、もともと限界があります。本来は、欧
州の CCCTB が目指しているように、各国の
ベースを揃えて税収をシェアするといったやり
方がベストでしょう（CCCTB については村島
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雅弘「欧州における連結法人課税標準の統一―
これまでの議論と今後の展望」国際税務３１巻７
号６８頁（２０１１年））。これが難しい中で、一国の
みでも何とかできないか、模索が続いています。
抜本的な資本所得課税の改革の青写真を描くの
が英国の Mirrlees Report で、支払配当につき
みなし利子費用控除を認める ACE の構想や、
仕向地主義のキャッシュ・フロー法人税に切り
替える構想にふれています（岩崎政明「国際的
資本移動に対する課税方法」財団法人企業活力
研究所『マーリーズ・レビュー研究会報告書』
７８頁（２０１０年）、青山慶二「マーリーズレビュー
と源泉地ベースの国際資本課税」フィナンシャ
ル・レビュー１０２号５２頁（２０１１年））。これらは、
長期的な改革のための青写真です。

これに対し、冒頭に申し上げたように、日本
を取りまく中期的な課題としての法人税制のあ
り方を考える上では、既存の法人税制を出発点
とせざるをえません。似たようなことをいって
いるのが、ドイツの Wolfgang Schön 教授です。
彼は、国際租税政策には絶対的な真実が存在し
ないとして、セカンド・ベストのアプローチし
かないとしています（Wolfgang Schön, Interna-
tional Tax Coordination in a Second―Best
World（Part I, Part II, Part III）, World Tax
Journal, Vol．１, Issue１, ６７；Vol．２, Issue１,
６５；Vol．２, Issue３, ２２７（２００９―２０１０））。あま
り夢のない話ではありますが、現実的なボトム
ラインはこのあたりなのかもしれません。

Ⅴ．まとめ

まとめます。日本法は、内国法人の全世界所
得に課税します。この課税原則について、近年、
修正の度合いが強くなってきています。諸外国
の中にも、テリトリアル方式に近づく税制改正
をした国があります。その背景として、「資本
輸出中立性対資本輸入中立性」といった伝統的
な対立図式に、変化が生じていることがありま
す。この中で、今後の方向性を考える際には、
多国籍企業に幅広い選択可能性があることを重
視すべきであると考えます。その際、真の問題
は、企業の選択を阻害しない形で、課税権を確
保できるか、その微妙なバランスの取り方にあ
ります。

研究報告には、パンチのきいた提案型もあれ
ば、状況を俯瞰する整理型もあります。本日の
ご報告は整理型でしたので、多くの皆さまが、
具体的な提言に乏しいとお感じになったかもし
れません。しかし、どのようなスタンスで考え
るべきかを基本から問い直すことが、いままさ
に必要とされています。国際課税のいわば「根
っこ」の部分が動きつつある中で、今後とも基
礎的な検討を続けてまいりたく存じます。本日
の報告は、これで終わります。

［追記］研究大会の当日、報告の直後にフロア
とのディスカッションの時間が与えられ、谷隆
二氏、今村隆教授、駒宮史博教授、山田二郎教
授ほかの方々から、口頭でご指摘をいただいた。
そこで、当日の報告原稿に若干の点を加筆した。
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討論会 ９月７日�・午後

丸紅株式会社常務執行役員（租研理事） 榎 正博
総務省自治税務局企画課長 北崎 秀一

東海大学法学部教授 西山 由美
財務省主税局長 古谷 一之

司会 一橋大学大学院法学研究科教授 水野 忠恒

●参加者（五十音順）

抜本的税制改革を巡る諸課題

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編１頁～９６頁」に掲載されています。
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はじめに

（水野） 進行係は水野が務めさせていただき
ます。本日は非常に大勢の方々にご参加いただ
きまして、ありがとうございます。内閣が代わ
ったばかりで動き出しており、本日、税制調査
会が立ち上がるということです。財務省古谷局
長、総務省北崎企画課長には大変お忙しい中来
ていだたきました。

昨年も同じようなことを申し上げましたが、
租研の大会があるときは必ず政権が交代してい
るとか、古くさかのぼりますと、安倍首相が突
然辞職されたのも租研大会の当日だったのです
が、今年もまたこういう事態でありまして、役
所の幹部の方々には大変お忙しいところを来て
いただきました。それから、租研の理事の丸紅
の榎様と東海大学の西山先生からもご発言いた
だけることになっております。

野田首相自らが税制の改革、歳入の問題にこ
れから立ち向かわなければならないと言ってお
られます。さらに、東日本大震災の１０兆円とい
う規模の緊急の資金調達をしなければ復興でき
ませんので、今の状況は緊急対策という問題と
併せて、中長期的に、わが国の破綻した財政を
立て直していかなければいけないという二重の
大きな課題を抱えております。今日の討論会が
皆様に今後の税制改革についてお考えいただく
いい機会になればと期待しております。

それでは、最初に、財政或いは税制の現状に
ついて、最新の情報を古谷局長からまずお願い
したいと思います。局長、お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政、税制の現状と抜本的税
制改革

１．財政の現状と課題

（古谷） 財務省で主税局長を務めております

古谷でございます。よろしくお願いいたします。
主税局長は３年目になりました。２年前に民主
党に政権交代がございまして、この２年間２２年
度の税制改正、２３年度の税制改正と２つの税制
改正の作業に取り組んでまいりました。

今般野田新内閣が発足しましたが、８月に入
って復興財源の議論を政府税調でやっておりま
したが、民主党の代表選挙があり新内閣ができ
るということで中断をしておりました。９月７
日から政府税調を再開して、復興財源の議論の
検討に入っている状況にございます。そういう
中で、財政、税制の現状と税制改革の方向性に
ついて、最初に総論的なお話、ファクトファイ
ンドを私の方からさせていただきます。

冒頭に一言申し上げますと、私どもに与えら
れている課題は、１つは財政の健全化であろう
と思います。２つ目は、グローバル化が進んで
いる中で日本の経済、社会がこれからどうやっ
て元気を維持して食べていくかという課題に税
制面で何ができるかということと思います。３
つ目は、東日本大震災からの復興に早急に取り
組んでいかなければいけないことです。この３
つの大きな課題に同時進行で取り組んでいくこ
とが私どもの大きなテーマと思いますが、その
ことをまず申し上げた上で資料の説明に入りた
いと思います。
資料①（資料編３頁）は予算の状況です。２３

年度予算、一般会計の歳出が約９２兆円、社会保
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障がその中で約３割強を占めております。この
予算に対する歳入の構成が右にありますが、租
税の割合が４４．３％と左側の公債金収入４７．９％よ
りも小さい状況です。租税の中で主なものは所
得税が１３兆５，０００億円、法人税が約７兆８，０００億
円、消費税が１０兆円強、その他により１０兆円弱
で、所得税、法人税、消費税、この３つがいわ
ば基幹的な税目です。
資料②は、一般会計税収、歳出総額及び公債

発行額の推移です。足元の２１年度、２２年度、２３
年度と３年間にわたりまして、税収が公債金収
入を下回るといった異常な状況にございます。
日本の税収が過去一番大きかったのが平成２年
度６０兆円です。このときの一般会計の歳出は
６９．３兆円、約７０兆円です。それから１０年たった
平成１０年、１１年あたりが、税収が５０兆円弱、歳
出が８０～９０兆円。それから、今、税収が４０兆円
で、歳出が９０兆円で、ピークの頃に比べますと、
歳出が７０兆円から９０兆円に２０兆円増えた中で、
税収の方は６０兆円から４０兆円に２０兆円下がって
います。

さらに歴史をさかのぼると、明治、大正期か
ら税収が公債を下回るのは１度だけでして、日
露戦争や日清戦争の後もそういうことはなかっ
たのですが、第２次世界大戦が終わりました直
後の昭和２１年度が、日本の経済がほとんど崩壊
状態にあった時期ですが、そのときだけ税収が

借金を下回っていました。今の財政は戦争直後
と同じような異常な状態を３年続けている状況
になっています。
資料③は主な税目の推移と、その時々にどう

いう改正をしたかという資料になっています。
所得税が今１３．５兆円ですが、ピークのときには
２６．７兆円でした。累次の減税や、経済の推移を
反映して、ほぼ半分の水準になっています。

法人税はピーク時には約１９兆円でした。これ
が今７．８兆円で３分の１強まで減っています。
リーマンショック直後に６兆円まで下がった法
人税が、今、回復過程にはありますが、それで
も８兆円程度の予算規模になっています。

それから、消費税です。ご承知のように平成
元年に導入、平成９年に３％から５％に税率を
引き上げましたが、ほぼ１０兆円台で安定的に推
移しているのが消費税の特徴です。

そのほか、下の方に１兆円前後以上の税目を
並べています。相続税は、バブルの直後は３兆
円ぐらいの税収がありましたが、今は１．４兆円
程度といった状況になっています。
資料④は、今の税の状況を国民負担率という

形で国際比較しました。租税負担率全体として
は主要国で最も低い水準になっています。この
中で個人所得課税、消費課税のウェイトが主要
国の中では低い、法人所得課税のウェイトが相
対的には大きい、これが日本の負担状況と思い
ます。
資料⑤は、財政収支の国際比較です。２００８年

がリーマンショックですが、リーマンショック
の後、どの国も金融危機を積極的な財政政策で
補った結果、財政収支はおしなべて悪化をして
おります。日本はその前からずっと悪いわけで
すが、リーマンショック後更に落ち込みまして、
現在 GDP 比で８．７％の赤字です。ヨーロッパ
の財政危機で問題となっているギリシャやスペ
インは最悪時には２０％近いところまで落ち込み
ましたが、最近は歳出カットや収入確保による
対応で財政収支は徐々に回復してきています。
アメリカが大きく落ち込んで、マイナス１０．８％
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といった状況です。
資料⑥は、債務残高の対 GDP 比の国際比較

です。日本はずっと先進国の中でこの指標は悪
く、２０１１年 度 で GDP の２倍 強、２１２．７％と な
っています。ギリシャやイタリア、スペインと
いった欧州財政危機の国々よりも格段に悪いと
いうことです。
資料⑦は、国債の所有者別内訳です。
大量に発行されています国債をどういう人が

保有しているかといいますと、銀行、生保とい
った金融機関で約７割が保有されています。
ヨーロッパの財政危機に伴って欧州の銀行の株
がどんどん下がっていますが、日本も財政危機
が金融市場に大きなリスクとして波及する恐れ
をはらんでいると思います。
資料⑧は、財政運営戦略の概要です。
わが国は閣議決定した財政運営戦略の下で、

将来に向けての財政健全化目標を設定して、こ
れで予算の管理をしております。

フローの目標では、国と地方の基礎的な財政
収支、いわゆるプライマリーバランスの赤字を
遅くとも２０１５年度までに現在の半分にしよう、
それから、２０２０年度までにはこのプライマリー
バランスを黒字にしようという目標です。

さらに、右側に残高目標がありますが、いっ
たんフローで黒字化した後、２０２１年度以降は公
債残高の対 GDP 比を安定的に低下させていく
というストック目標を持っています。まずはこ
のプライマリーバランスの均衡化に向かって財
政運営をしていこうということです。

この財政運営戦略については、昨年６月のト
ロント・サミットにおいて、いわば国際公約（資
料⑨）として日本はこの財政健全化計画を進め
ていくという方針を示しております。「先進国
は、２０１３年までに少なくとも赤字を半減させ、
２０１６年までに政府債務の対 GDP 比を安定化又
は低下させる財政計画にコミットした」ことで、
大体の国はリーマンショック後の財政支出の出
口戦略といいますか、２０１３年に半減、２０１６年に
均衡化をコミットしているのです。日本はリー

マンショック前から構造的に財政状況が悪いこ
とから、それよりも遅く２０１５年に半減、２０２０年
に均衡化という目標で、他の先進国より遅いテ
ンポではありますが、着実に健全化努力をやっ
ていきましょうということを国際的に発信して
いるということです。

今年のドーヴィル・サミットにおきましても、
「日本は、震災後の復興のための資金を供与し
つつ、国家財政の持続可能性の問題にも取り組
んでいく」ことで、震災復興のために多額のお
金が要りますが、それは財政健全化計画の枠内
で、それを維持しながら復興に対応することに
なっております。
資料⑩は、諸外国（Ｇ７）の財政健全化目標

を掲げております。
２００８年のリーマンショック後の世界的な金融

危機に対して、各国とも政府債務の拡大による
財政拡張政策で対応して、いわば金融危機が極
端に増幅される事態は回避されたわけですが、
先進国の経済がなかなか回復しない中で、今度
は政府債務そのものに対する信認が新たなリス
クとして意識されるようになってきています。
ヨーロッパやアメリカで起きている事態ではあ
りますけれども、国家が負っている債務、いわ
ゆるソブリン債務の信用力といったものに疑念
が生じた場合に、そのリスクを肩代わりする主
体は存在しないわけです。ヨーロッパの国債金
利の上昇とか、銀行株が下がっているといった
状況を見ておりますと、財政健全化といった対
応を迫られているギリシャやポルトガル、スペ
イン、或いはイギリスといった欧州諸国では、
経済社会に対する悪影響を考える余裕もなく、
強烈な支出の削減や増税を含む収入増加策の実
施を余儀なくされています。テレビでご覧いた
だくように、あんな先進国でも財政の問題で国
民が暴徒化して混乱が生じている事態を見てお
りますと、最近『国家は破綻する』という本が
はやっておりますが、こういったことについて、
日本は実のところ、より財政状況が悪いわけで
ありまして、今後、財政健全化に向けてクラッ
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シュを起こさず着実に取り組んでいく必要性と
いったことを感じております。
資料⑪は、財政状況の推移です。日本はなぜ

財政が悪くなったかについて、OECD の中で
比較をした資料です。１９９１年と２００８年を比較し
ていますが、この約２０年間に日本の政府総支出
の対 GDP 比は、５．４％ポイント増えておりま
す。これは急速な高齢化を反映し、真ん中の絵
にありますように、社会保障支出が著しく増大
したことに起因しておりまして、１２．２％だった
ものが２０．５％と、社会保障支出の GDP 比が
８．３％ポイント上がっています。

他方、社会保障支出以外の支出は減少してお
り、１９．４％から１６．７％となっています。公共事
業、防衛、教育、ODA などですが、これは OECD
諸国の中で最低の水準まで減ってきています。
今後、財政収支の改善のために歳出削減は重要
な課題ではありますが、毎年１兆円ずつ自然増
で増えていく社会保障支出のあり方をどう見直
していくかということが歳出面では一番大きな
課題ではないかと思います。その他の経費は切
ろうにも小さくなっているのが現状と思います。
資料⑫は、租税負担率と政府の財政収支の推

移（対 GDP 比）です。
総支出が増大する一方で、租税負担率の水準

はかなり低下しております。１９９１年に２０．８％だ
ったものが２００８年には１７．４％で３．４％ポイント
下がっており、政府の財政収支もその結果、１９９０
年にマイナス１．４％だったものが今やマイナス
８．７％で７．３％ポイント悪化しています。歳出削
減の努力は続けていく必要がありますが、一方
で社会保障給付水準に見合った租税負担を中心
とした負担水準の引上げも大きな課題というこ
とです。
資料⑬は、格付けが最近下がっていることを

示す資料ですので、ご覧いただければと思いま
す。

２．社会保障・税一体改革の概要

こういう財政状況と租税負担の状況を勘案し

ますと、現在の日本の税制が抱えている最大の
課題は、社会保障給付が構造的に増加する中で
量的な意味で必要な税収が確保されていないこ
と、いわば財源調達という租税の根源的な機能
が果たされていないということだと思っており
ます。経済が成長すれば十分な税収が確保でき
て財政収支も改善し、財政は大丈夫なのだとい
う議論もありますが、私どもはなかなかそれだ
けでは済まない、やはり歳出と歳入両面の制度
的な見直しをやっていかなくてはいけないと思
っております。
資料⑮は、６月にまとめられました社会保

障・税一体改革成案について書いてあります。
資料⑯にありますように、社会保障の財源を確
保しつつ、社会保障と財政の持続可能性を同時
に達成していくという方針の下に、社会保障給
付に要する公費負担の費用は、消費税収を主要
な財源として確保する。この消費税につきまし
ては、消費税収を社会保障財源として明確化す
る形で国民にお願いしていこうということです。
その上で、一番下の�４では、２０１０年代半ばまで
に段階的に消費税率を１０％まで引き上げ、当面
の社会保障改革にかかる安定財源を確保すると
いう方針でございます。
資料⑰は、それと一緒に行う税制の抜本改革

についての各税目の基本的な方向性が書かれて
います。これは各論でまたお話をさせていただ
きます。

このような社会保障・税一体改革のスケジ
ュールでございますが、「経済状況を好転させ
ることを条件として遅滞なく消費税を含む税制
抜本改革を実施するため、平成２１年度税制改正
法附則１０４条に示された道筋に従って平成２３年
度中に必要な法制上の措置を講ずる」。（資料
⑱）２３年度中ですので、来年の３月末までに政
府としてこの一体改革のための法案を国会に提
出するというスケジュールで今後取り組んでい
くことになっております。新しい野田総理も、
一体改革をきちんと議論して国会に法案を出し
たいと申しておられますので、この方針の下で、
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今後、政府税調等において議論が進んでいくこ
とになるのではないかと考えております。

取りあえず総論的な事実関係のお話をさせて
いただきました。

―――――――――――――――――――――
（水野） 古谷局長、ありがとうございました。
総務省の北崎課長から地方財政の現状、それか
ら、税制の現状を地方のレベルでご説明いただ
きたいと思います。よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と
抜本的税制改革

１．地方財政の現状と課題

（北崎） ご紹介いただきました総務省自治税
務局の企画課長の北崎でございます。

地方税につきまして、現状につきましてご説
明を申し上げます。まず地方財政の現状と、そ
れから、地方税制の現状、私どもの地方団体が
抱えます悩みなどをご説明する大変ありがたい
機会だと思っておりますので、ご説明をさせて
いただきます。

「地方財政の現状」について、資料❶（資料
編５９頁）は地方の財源不足額を棒グラフで年度
年度で表したもので、中央政府の財源不足額も
大変な額ですが、地方財政も大変不足しており
ます。とりわけ社会保障関係費の自然増などが
大変効いております。後ほど地方団体でどれだ
け経費の節減や行政改革に取り組んでいるかと
いうこともご説明させていただきます。そうい
う努力もしてはおりますが、２３年度地財計画
ベースでは１４兆円の財源不足が生ずると見込ん
でいます。
資料❷は、地方財政の借入金がどれだけ積み

上がっていっているかというものです。一番上
の斜線は交付税特別会計で、ここから借り入れ
ているものの残高、実質的に地方負担のものを

ここに載せております。白いところがいわゆる
公営企業債のうち普通会計が負担すべきもので
す。一番下にずっと積み重なっておりますのが
地方債の残高です。平成になりましてバブルが
はじけてからずっと一本調子で上がってきてお
りました。１５年、１６年あたりで２００兆円を大体
頭打ちにしておりますが、２００兆円ぐらいをず
っと累積したまま動いている状態です。借入金
の対 GDP の比率も平成４～５年からずっと上
がってきており、２３年度は４１％の見通しとなっ
ています。
資料❸は、地方一般歳出（決算ベース）の削

減状況です。
地方団体は財政が大変厳しいですが、勝手に

増税もできませんし、地方債も勝手に発行する
わけにもいきません。従って、大変苦しい状態
の中でいろいろな歳出の削減の工夫をしており
ます。財政力がそれなりにある団体と、大変貧
しくてひ弱な団体で、どんな感じで削減が全体
的な基調としてなされているかというところの
表でして、都道府県、市町村の表の中で平成１１
年度と２０年度を比べております。その中で、財
政力指数は財政力があるなしの指標としてよく
使われておりますが、０．４４といえばそんなに強
いわけではなく、弱々しい団体ばかりでござい
ます。そこら辺で線を引きますと、平成１１年度
から平成２０年度に比べての予算の削減率を見て
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いただきますと、比較的余裕がありますところ
は都道府県ですと１４％ぐらいの削減ですが、大
変弱い団体、注の３番目にございます固有名詞
のところなどは、３５％の削減をやってきている
状態です。市町村で見ますと１０万人以上の規模
の市はそれでも節減を３％ぐらいやっておりま
すが、もっと弱小のところは大変行革努力をし
て歳出を切っていっています。
資料❹は、地方公共団体における定員管理で

す。
よく職員が多いとか、或いは給料が高いとか、

いろいろなことを言われております。その中で
私ども地方団体が悩んでいるというのでしょう
か、抱えている構造的な問題を円グラフでご覧
いただきます。左上の方ですが、部門別に地方
公務員が大体どんな姿になっているかをご理解
いただきたいと思います。

地方公務員は大体３００万人ぐらいおりますが、
学校の先生が教育部門で１００万人ぐらい、警察、
消防等々、ちょっと色が濃いものは、これは残
念ながら国が法令で職員の配置の基準を決めて
おりますので、いかにお金が少ないからといっ
て勝手に削るわけにもいかない部分です。

にもかかわらず、その中で右の方の折れ線グ
ラフがぐっと下に向いておりますが、その中で
地方公務員の数は平成６年あたりから比べて２２
年を見ますと３００万人を超えていたものが今は
２８０万人ぐらいまで何とか落ちていっている状
態にあります。

下の方は、職員削減の集中プランをやりまし
た、もう既に目標を達成しております。
資料❺は、地方公務員の給与水準です。
今度は人の頭数の削減だけでなく、１人１人

の給与の水準もまた引き下がってきています。
もちろんお金もありませんので、こういうとこ
ろに手を付けていかなければならないのが実態
でございます。

ご覧いただきますと、ラスパイレス指数、こ
れは職員の構成比や学歴などが国と同じと仮定
して比較した指数ですが、それが昔は１００を上

回っている団体が結構多ございましたが、今は
全体でも９８．８％、これが妥当な水準なのかどう
かはご議論があろうかと思いますが、一応国家
公務員を下回る給与水準になってきていること
が見て取れると思います。

真ん中あたりの左にラスパイレス指数の推移
という表がございます。昭和３８年から比べても
あまり意味がないのかもしれませんが、これは
５０年ごろが一番自治体の職員給与は高いといわ
れていたころでございまして、いったん高くな
って、そしてずっと引き下がってきたような状
態です。そして、今現在２２年の状態が一番下の
帯グラフで、１００未満の団体が８割以上になっ
ているという努力をしている姿を示したもので
ございます。

２．地方税制の現状と課題

資料❻は、地方税収の推移です。今までは財
政状況が大変厳しいとか、借金で賄っておりま
すとか、或いはその中でも職員費、定数をはじ
め行革努力をしております実態をご理解いただ
くためのものでした。今度は税収の話でして、
資料❻は地方税収がどういう感じで推移してき
ているかという棒グラフです。吹き出しのとこ
ろですが、３カ年にわたって税源移譲、所得税
から住民税に３兆円いただきました。併せて補
助金のカットだとか、交付税のカットだとかを
いろいろとやりました。税収だけ見れば３兆円
の税源移譲をいただきました。そのときに約４０
兆円近くまでなったのですが、その後景気が大
変後退期に入り、リーマンショック等もあり、
今現在では約３５兆円の税収の水準でございます。
これは平成の例えば３年でも３４兆円、８年、９
年あたりでも３４～３５兆円ぐらいでしたので、今
はそういう水準で大変厳しい収入になっており
ます。
資料❼は、地方税の中で税目でどれぐらいを

頂いているかという帯グラフで、一番上は国税、
２番目が地方税全体、３番目が都道府県、４番
目が市町村です。地方税とざくっと言いまして
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も都道府県と市町村と二層制になっておりまし
て、そこの収入の状況をご覧いただきたいと思
っております。

国税は、所得税、法人税、消費税、その他と
大体バランス良く、うらやましい感じの比率で
ございます。地方税の方は独特なのは、固定資
産税という大きな税目が９兆円ぐらいございま
す。これが資産課税で大きいものが入っており
ます。そして、ちょっと寂しく地方消費税が２．５
兆円ぐらいです。これを道府県と市町村と分け
て見ますと、市町村は固定資産税という資産課
税、大変安定した大きな９兆円がどんとござい
まして、あと住民税の関係で何とか毎年度の市
町村行政をやらせていただいております。景気
がいいから悪いからでサービスを落としたり、
上げたりするのがなかなかかなわない市町村行
政については、固定資産税みたいな大変安定し
た厚い税目を配分しているところでございます。

翻って、道府県のところをご覧いただきます
と、個人の道府県民税、それから、黒く書いて
ありますのが地方法人二税で、法人住民税と法
人事業税、この中には地方法人特別譲与税も入
っております。それと地方消費税２．５兆円分が
入っております。この中でご注目いただきたい
のは、法人課税は大変税収の変動が大きい税目
で、安定性に欠けるというとマイナス評価です
が、伸びるときにはぐっと伸びるという伸長性
に富む大変ありがたい税目なのですが、これが
道府県で見てみますと約３割弱の比率で入って
おります。国税の方を見ていただきますとこれ
が２割弱ぐらいで、国税と対比して結構な比率
で、道府県はちょっと不安定な状態に置かれて
いるというのが私どもの問題認識でございます。

主な地方税目毎にいかに安定性があるかとか、
或いは伸長性があるか、逆にいえば伸びたり縮
んだりするかというのが資料❽です。個人住民
税は例の３兆円を移譲いただきましたときはび
ゅんと伸びております。比較的安定した大変厚
い税目になっております。地方法人二税は、大
変変動が激しい税目で、一番下にございます横

に２．５兆円前後で走っておりますのが消費税
１％分の地方消費税です。そういった特徴があ
るものでございます。

地方税で私どもがいつも悩ましいものが資料
❾以降です。税目によっては偏在の度合いが大
変違うという課題がございます。私どものいろ
いろな税の設計をします際に大変悩み、かつ苦
労するところで、このバランスを考えていくの
が私どもの大変きつい作業です。

これが人口１人当たりの税収額を全国平均を
１００とした場合、県別にどうなっているかとい
うものです。地方税全体で見ますと、一番左で
すが、沖縄が一番小さい、６２です。東京が一番
大きい、人口１人当たりの税収で１６７でして、
最大最小の差は２．７倍です。地方法人二税とい
うものが真ん中ですが、どういうわけか奈良な
のですが、奈良と東京で６．１倍と偏在の度合い
が大変大きいものです。

それから、そのすぐ横の地方消費税、これは
経済活動などの指標で清算をしますので、清算
後の姿で１．７倍という極めて偏在度の低い税に
なっております。固定資産税も２．３倍で、たば
こなどはその次にありますが、１．６倍とか、こ
ういった姿になっております。これの組み合わ
せがいつも大変悩ましく、私どもが苦労すると
ころでございます。
資料10は、国と地方の税源配分の表です。こ

れは２１年度の決算ですが、一番左の方をご覧い
ただきますと、租税を国民の皆様方から毎年７５
兆円ぐらい頂いて、そのうちの５３％ぐらいを国
税としていただいており、地方税は４７％ぐらい
を頂いております。

そして、下の方で歳出ベースでは国の最終の
歳出は４２％ぐらい、地方はもろもろのこともや
っておりますので５７％ぐらい、その間に国庫補
助金でありますとか、或いは地方交付税、交付
金で資金の移譲をしているという状態でござい
ます。
資料11は、先ほどの附則の１０４条で、これは

また後ほどいろいろとご説明させていただけれ
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ばと思います。線を引きましたのが７番でして、
地方税についての基本的な方向をこの附則の中
でも書かせていただいてものです。
資料12は、平成２３年度税制改正大綱の中で地

方税についての基本的な目指す方向が書かれて
おります。上の方の線を引いておりますところ
では、地方税は充実をする方向でしょうと、そ
の中で、先ほど来ご説明しました偏在性ができ
れば少ない税制の体系をつくっていきたい、そ
れから、税収が先ほどの大変ぶれるものではな
くて、安定的な地方税の体系を構築していきた
いということが閣議決定された基本的な方向で
ございます。

それから、一番下ですが、社会保障などを安
定的に運営するために地方消費税の充実など、
偏在性が少なく安定的な地方税の体系を構築し
ますというものが２３年度の税制改正大綱です。
資料13は、地方税全体についてこういう形で

見直しますというのが、社会保障・税一体改革
の成案の中でも同種のことが示されております
ので、ここに掲げさせていただきました。

私からのご説明はいったん以上でございます。
どうもありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） 北崎課長、ありがとうございました。
それでは、国の財政、地方の財政・税制で一般
的な現状のお話をいただきましたので、これに
つきましてお二方からコメント又は質問などを
いただきたいと思います。はじめに西山先生か
らお願いできますでしょうか。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制の現状と抜本的税
制改革についての討論

〔目指すべき租税制度について〕
（西山） 東海大学の西山でございます。よろ
しくお願いいたします。古谷局長と北崎課長よ
りただ今詳細な現状報告をいただきました。あ

りがとうございます。
その現状を受けまして、私は将来に向けて目

指すべき租税制度について若干の検討をしてい
きたいと思います。先ほども局長からご説明も
ありましたように、日本の地方分も含めた政府
債務残高は、GDP 比で２１２．７％ということでし
たが、ＩＭＦの試算によりますと，この年末に
は２２９％に達するのではないかといわれていま
す。先進国の歴史の中で最悪水準を示していた
のが、１９４６年のイギリスの GDP 比で２６９％と
いうことです。日本が今のスピードでいきます
と、２０１６年にはイギリスの数字を超すのではな
いかといわれているようです。加えまして、東
日本大震災の今後５年間の復興事業費は、新聞
報道などによりますと１３兆円と見込まれており
ます。これを復興債で賄うとすれば、その償還
財源も捻出していかなければなりません。この
ような危機的状況では、既存の制度や理論を踏
まえつつも、新たな発想、或いは新たな制度が
必要になってくる、つまり抜本的な制度改革が
必要であると思われます。その改革に際しまし
て３つの点について考えていきたいと思います。

１つは、課税の公平、公平が課税の大原則で
すが、その考え方も少し変わっていくのではな
いかという点です。２つ目は、各論のところで
これから北崎課長からご説明があるかと思いま
すが、今まで応能による課税ということでした
が、それに対して応益による課税をどう考える
かという点です。３つ目は、課税をする者とさ
れる者双方にとって、簡素で効率的な仕組みが
必要という意味で、納税者番号制度についてで
す。ただ、この納税者番号制度につきましては、
後ほど古谷局長から各論の方でお話しいただく
ことになっておりますので、納税者番号につい
ては各論の方に回したいと思います。

まず、第１点目の公平の問題ですが、課税の
公平というものは経済力の格差を効果的に調整
する制度によって実現されるものと思います。
従来この格差調整は、経済弱者への所得再分配
ということによってなされてきましたが、今後

― 24 ―



は就労困難者、例えば就学児童の母親、要介護
者のいる者、定年退職をした者、或いは障がい
者、そういう就業困難者の就労促進による調整
がなされるべきではないかと思われます。これ
によって企業に雇用創出も求められる結果、雇
用促進のための税制の重要性が増していくとい
えるからです。

そして、この就労促進の方法としては、１つ
は収入の補てんによるもの、もう１つは費用の
補てんによるものが考えられますが、費用の補
てん、例えば託児サービスの費用であるとか、
介護サービスの費用、資格取得費用の考慮とい
う方法が望ましいのではないかと思います。な
ぜならば、もし収入の補てんということになり
ますと、その補てんされた収入が目的に即して
使われないかもしれないということもあります
し、それから、個人の収入を生涯のスパンで見
た場合に、収入は時期によって変動がありうる
からです。

第２点目、まだこれは議論も十分ではないし、
私の検討も不十分ですが、応益性の問題です。
従来、所得課税を中核とする租税制度において
は、租税とは、特定の給付に対する対価ではな
く、担税力に応じて課税されるものと理解され
てきました。しかしながら、担税力の正確な測
定は不可能であるということに加えて、新たな
税としての消費税や環境税といったものの重要
性が高まっていく中で、単に経済力があるから

負担するというのではなく、例えば消費活動や
経済活動から生じる外部費用に対して当事者が
負担していく、責任を分担していくという発想
も芽生えてきたかと思われます。或いは、現在
又は将来利用可能性のある公的サービスについ
て、その費用を負担していくという考え方は、
保育、教育、保険、介護、警察といったような
身近なサービスを提供する地方との関係ではよ
り強く感じられるものではないかと思います。

この意味において、現在の受益のみならず、
将来それを利用する可能性も含めた受益に対し
て税を負担していくということは、特に地方と
の課税関係において考慮されるべきではないか
と思います。ただし、これを応益と考えるのか、
費用分担と考えるのかは、さらに検討が必要か
もしれません。

ただ、１つここで問題提起をしておきたいの
は、現在議論されている基幹税の目的税化の問
題です。確かに目的税化により、納税者として
は負担に対する納得がいくという利点はあるも
のの、目的税には大きな弊害があります。つま
り、使い道をいかに限定したとしても、その支
出金額自体の限定をかけなければ、財政効果が
望めないことです。これにつきましては、午前
中の増井先生のご報告でも何度か言及されまし
たイギリスの税制報告書『マーリーズ・レビ
ュー』の第二弾『タックス・バイ・デザイン』
―これは、まもなく公刊予定ですが―におきま
しても、この基幹税の目的税化ということに対
して「無意味なレトリックである」と評してお
ります。つまり基幹税は原則として、財政需要
一般を充足するものであるべきだと考える次第
です。

以上です。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。続けて、
丸紅の榎様からコメント又はご質問等をいただ
ければと思います。よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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〔産業界から見た意見〕
（榎） ただ今ご紹介いただきました榎でござ
います。よろしくお願いいたします。古谷局長、
北崎課長のご説明で、財政、税制の現状と今後
の方向性について理解いたしました。大変あり
がとうございました。

２００８年に世界金融危機が起こりまして、各国
は財政出動による景気刺激策を通じて自律的な
回復に乗せるというシナリオを描いたわけです
が、しかしながら、これが不十分なままマーケ
ットから警告を受けた形となっておりまして、
欧州の財政危機、米国の国債格下げに端を発し
ました世界的な金融資本市場の動揺は収束の兆
しを見せていないという状況でございます。

わが国でも、先ほど古谷局長のお話にもあり
ましたように、地方分を含む政府債務残高が
GDP 比２００％を超えているということでござい
ます。特に社会保障関係費と国債費が歳出の伸
びの相当部分を占めている状況が続いておりま
して、社会保障・税一体改革のためには、消費
税率の引き上げを視野に入れました税制の抜本
改革の実現が不可欠であるというのは間違いの
ない状況にあると考えております。

増税の議論が始まりますと、まず歳出削減を
すべきという話が出ます。無駄な歳出は削減す
べきであるのは当然ありますし、その努力は惜
しまずに行っていくべきとは思いますが、事業
仕分けで削減できた金額のレベルを考えますと

相当部分は増税に頼らざるを得ないのが現実で
はないかと考えております。ここは行政もリー
ダーシップを発揮いただいて、道筋を付けてい
だきたいと考えております。

また、今年はこれに加えまして、２０１５年まで
の集中復興期間の間に必要となる東日本大震災
の復興費の財源をどうするかという問題もある
わけです。一部の新聞報道では、所得税、法人
税などの基幹税を中心に、たばこ税だ、固定資
産税だといった費目も検討がされているようで
す。いずれにしましても、国際競争力や景気に
対する影響などもよくご検討いただいて、どの
税目で、どれだけの期間で財源を捻出していく
のか結論を出していただきたいと考えておりま
す。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。西山先生、
榎様からご意見・ご質問等をいただきましたが、
これに対して古谷局長、北崎課長から何かご説
明をいただけますでしょうか。
―――――――――――――――――――――

〔税制の抜本的改革の課題〕
（古谷） それでは、私の方から西山先生と榎
さんのお話についてコメントをさせていただき
ます。お２人から貴重なご意見をいただきまし
て、ありがとうございました。

これから財政の健全化のために租税のあり方
といったものを見直していく際に、西山先生か
らもお話がありましたが、公平・中立・簡素と
いう租税原則、これはやはり一番大事にしなけ
ればいけないのだろうと思っています。そうい
う中で１つ、基幹税を目的税とすることについ
ての問題提起が西山先生からあったわけですが、
目的税とか、特定財源といわれるものが財政硬
直化の原因になるといったような議論は、私ど
もも基本的にはそのとおりだろうと思っており
ます。ただ、先ほどご説明いたしましたように、
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社会保障・税一体改革の中で、今後、消費税の
税率を上げていく際には、政府の方針としては、
消費税収の社会保障財源としての明確化という
ことが１つのテーマになっております。先ほど
説明した資料⑯の�２のところに「消費税収の使
途の明確化」と書いてありまして、これは厳密
な意味で目的税とか特定財源として構成するか
どうかは、これからの制度設計の課題だと思い
ますが、すべて国民に消費税収の増税分は還元
して、官の肥大化には使わないこと、消費税を
原則として社会保障の目的税とすることを法律
上、会計上も明確にすることを含め、その使途
について明確化を検討しようということになっ
ております。

先ほどもご説明しましたように、今後わが国
の財政で増えていかざるを得ない経費は社会保
障費用です。一方で社会保障制度の効率化は検
討しなければいけない重要な課題ですが、これ
から消費税で国民に負担を求めていく際に、社
会保障の経費に充てていくことを明確にすると
いうことは１つの方向ではないかと考えており
ます。

それから、就労促進、雇用促進というところ
で、今後費用を補てんするのか、収入を補てん
するのかという観点からのご議論もございまし
た。１点、ご指摘をいただいて考えましたのは、
恐らく就労促進や雇用促進についてのインセン
ティブという観点も含めて、今、議論になって
いますのは、給付付き税額控除という課題であ
りまして、これは恐らく消費税や所得税を今後
議論するときに具体的に検討していくべきテー
マの１つになってくるのだろうと思っておりま
す。

それから、費用補てんという意味では、今回
２３年度税制改正で雇用促進税制といった政策税
制を創設したり、給与所得控除の中で経費を実
額で控除する特定支出控除という仕組みがござ
いますが、サラリーマンの資格取得費用を実額
控除の対象にするといった改正も盛り込んでい
ます。西山先生からご指摘も踏まえて、今後税

制面でも少し工夫ができないか勉強していきた
いと思って伺いました。

それから、榎さんからお話がありました点は、
私どもも全く同じ考えで、今後作業に当たって
いきたいと思っております。復興財源、復興増
税の問題については、後ほど各論の中でお話し
させていただきたいと思います。

取りあえず以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。それでは、
地方財政・地方税につきまして北崎課長からご
意見をいただけますでしょうか。
―――――――――――――――――――――

〔地方税制改革の課題〕
（北崎） 西山先生、榎様がおっしゃられたこ
とで、私自身思い付いたことをしゃべらせてい
ただければと思います。

まず、西山先生のおっしゃられた公平の観点
がいろいろと考え方を変えるべきであるという
のは、そうだと思います。税金を納めていただ
くにはまず国民の皆様が納得していただかなけ
ればなりませんから、その際に公平というもの
をどのように理解するのか、その考え方をより
確かなものにしていくというのは大変重要だと
思います。そして、収入の補てんと申しますと、
やはりあるべき収入でありますとか、どの辺が
水準であるとか、難しい議論があるかとは思い
ますが、費用の補てんとなりますと、今度は費
用を社会的に見ていこうという意味では、局長
さんもおっしゃいました、今現在先取りしてい
る仕組みもつくっておりますが、何らかいいア
イデアが浮かんでくるのかなという感じを受け
たところでございます。

それから、２番目に先生がおっしゃられまし
た応益性、或いは費用負担ということで、例え
ば社会保障の関係でありますとか、もろもろの
仕事は道府県や市町村、とりわけ人に触ってい
く教育でありますとか、或いは介護であります

― 27 ―



とか、まさに住民の方に触っていくサービスは
地方団体がやっております。社会保障関係でい
います、年金は国で徹底的に大きくやっていた
だいておりますが、実際の人的サービスはほと
んど地方団体の職員が手足として現実にやって
いるものが多ございます。その際に例えば費用
を負担していくときに、これこれこういうサー
ビスというのが大変目に見えやすいのは地方行
政の方なのかなという印象を受けたところでご
ざいます。先生がおっしゃられました基幹税で
目的税化というのはいかがかというご議論はも
ちろんあろうかと思います。ただ、現在の日本
国の状況で納税者の皆様方と話をしていく際に、
増税のお話をすると、ある種、私どもが信頼を
されていないのか、或いは信頼性がやや昔より
落ちているのか、きちんとそれ以外に使わない
形で増税をする、或いはより税を納めるという
ものの方が今は信用していただけるというので
しょうか、そういった現実があるのもまた確か
で、消費税の引き上げのときには目的税化であ
りますとか、使途の明確化という議論をどうし
てもしていかないと、なかなか国民の皆様方に
聞く耳を持ってもらえていないというのが悩ま
しい実態であろうかと存じます。

それから、榎様がおっしゃられたことは大変
ありがたく思います。地方税の方も同じような
気持ちでさせていただいておりますので、今後
ともご指導をよろしくお願い申し上げたいと思
います。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。第２ラウ
ンドに移りたいと思いますが、一言私の方で取
りまとめをさせていただきたいと思います。

ただいま特に国及び地方の財政の現状につい
て伺いまして、これは周知の事実でございます
が、非常に財政収支が悪いところにさらに震災
の問題が加わりまして、わが国は大変危機的な
状況に置かれております。古谷局長からご説明

いただいております財政健全化計画は非常に印
象的だったのですが、社会保障と税の一体的な
改革の方針が６月に確定しました。これは内閣
というよりも菅政権で作られたものでしたが、
財政健全化計画は一応ぼんやりしたものができ
てきておりますので、今後は具体的な方向付け
を行っていただきたいと思います。

わが国は財政赤字を抱えていたのに対して、
アメリカなどはそれほどでもなかったわけです
が、リーマンブラザーズの倒産を契機に、アメ
リカ合衆国その他ヨーロッパにまでこの問題が
波及しまして、今、ご説明いただいた資料⑤を
拝見しますと、グラフを見る限り、ギリシャの
下に日本だけではなくて、英国、さらに米国と、
GDP 比に対して債務残高の良くない国が先進
国の中に並んでいます。先ほど榎さんもおっし
ゃられたように、全世界的に金融の情勢が良く
ないということもございまして、財政健全化に
ついて国同士で話し合うという場もサミット等
で設けられておりますので、大きな視点から健
全化を図っていただきたいと思います。

そのためには、事業仕分けが数字にどれぐら
い出るかという問題がございますが、この３年
間で税収の落ち込みと、それに対して歳出の増
え方、これは社会保障財源の自然増加もありま
すが、どうもそれを超えたような支出も行われ
てまいりました。特に震災後になりますと、こ
れは１０兆円を超えるといわれておりますが、そ
ういう問題も出ておりますので、それに対して
税制を今後どう持っていくかということを多少
具体的な形で議論していただけたらと思ってお
ります。

第２ラウンドは各論という形になりますが、
税制に特に焦点を当てまして、国税・地方税に
ついて、ちょうど内閣が変わったばかりでいろ
いろと方向が見えないところもあると思います
が、可能な限りでご説明いただければと思って
おります。

まず古谷局長から国税についてお願いできま
すでしょうか。
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―――――――――――――――――――――

Ⅳ．個別税制の現状と課題

１．社会保障・税一体改革

（古谷） 資料⑳は社会保障・税一体改革と附
則第１０４条の比較です。

社会保障・税一体改革成案が左側に、附則１０４
条が右にありますが、附則１０４条は、自民党・
公明党が政権を担っていたときの２１年度税制改
正の際の当時の所得税法等の一部を改正する法
律の附則１０４条に今後の税制改革の基本的な方
向性が規定されていたものです。政権が交代後、
民主党政権になりましても、この附則１０４条を
念頭に置きながら税制改革の議論が進められま
して、今年の６月３０日にまとまった一体改革成
案では、先ほど総論のところで申し上げました
ように、消費税を含む税制抜本改革を実施する
ため、この附則１０４条の道筋に従って２３年度中
に必要な法制上の措置を講じるという大きな枠
組みを決めております。

その上で主な税目それぞれについて改革の基
本的な方向性が書いてあります。附則１０４条と
成案はほとんど同じことが書いてあります。個
人所得課税につきましては、格差の是正や所得
再分配機能の回復のため、所得控除の見直しや
税率構造の改革を行うということが基本です。
給付付き税額控除についても、所得把握のため
の番号制度を前提に検討する。金融証券税制に
ついて、金融所得課税の一体化に取り組む。附
則１０４条と同じ方向感でございます。

それから、法人課税も、国際的な協調、或い
は主要国との競争条件といったことから、競争
力の強化、国内での投資や雇用の拡大という観
点で、課税ベースの拡大等と併せて法人実効税
率の引下げを行うという方向です。

それから、消費税です。附則１０４条では簡単
に何行かで書いてありましたが、成案では、消
費税収を主要な財源として社会保障給付の公費

負担を賄うこと、その際には、先ほど申し上げ
ましたように、使途を社会保障財源化して明確
にすること、それから、段階的に引き上げて２０１０
年代半ばまでに１０％にすること、そういったこ
とが書いてあります。それから、附則１０４条で
は、消費税の逆進性対策として、「歳出面も合
わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的
な取組を行う」と書いてありますが、今回の成
案では、「制度の簡素化や効率性などの観点か
ら、複数税率よりも給付などによる対応を優先
することを基本に総合的に検討する」というこ
とで、複数税率よりは低所得者をターゲットに
した給付の仕組みで逆進性対策をすることを優
先させる方向感になっています。

それから、消費税以外の消費課税につきまし
ては、エネルギー課税や車体課税の簡素化、そ
れから、環境配慮の観点からのグリーン化とい
ったことが附則１０４条でも成案でも同じような
方向として示されています。

資産課税（相続税、贈与税）ですが、相続税
については、資産再分配機能の回復や格差の固
定化防止ということで、税率構造や課税ベース
を見直して負担の適正化を行うという方向にな
っています。加えて今回の成案では、高齢者世
代から若年世代に資産を移転して、なるべく有
効に活用してもらおうという経済活性化の視点
から、生前贈与についての負担を軽減していこ
うといった発想が入れられております。亡くな
ったときの相続税は強化しますが、生きている
間に贈与していただく分については軽減すると
いった方向です。

地方税については、後ほど企画課長の方から
お話があろうかと思います。

自公政権時代の附則１０４条と民主党政権にな
ってからの成案で主な税目についての改革の方
向感というのは、ほぼ問題意識として共通して
おりますので、今後、与野党で協議をしていた
だき具体的な案をまとめていくことができれば、
と期待しているところです。
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２．所得税

資料○２１以降は、所得税、法人税、消費税など
のそれぞれの税目の課題なり現状について、附
則１０４条等の方向感に沿って、簡単に資料を付
けております。読んでいただければ大体私ども
が説明したいことは書いてありますので、ご覧
いただければと思います。

３．消費税

幾つか飛ばしていただいて、少しピックアッ
プしてお話ししたいと思いますが、消費税につ
いてでございます。資料○２６の消費税収の動向に
ついては総論のところで申し上げました。資料
○２７は、消費税５％といいますが、うち地方消費
税が１％ありますので国の消費税は４％という
ことですが、右側に絵がありますように、国の
４％のうち２９．５％が地方交付税として地方に回
っていますので、国と地方の実質的な取り分は、
国が５６．４％、地方が４３．６％と、ほぼ５６対４４ぐら
いの分担になっているわけですが、さらに国の
取り分は福祉目的化ということで、高齢者３経
費と言っていますが、基礎年金、老人医療、介
護といったものに充てるということにしており
ます。

そうした使途の整理をしたのが平成１１年です
が、その後、下の絵でご覧いただきますように、
この対象となっています高齢者３経費と消費税
収との差がだんだん広がってきていまして、黒
で塗っているのがその差額です。特に２１年度か
ら基礎年金の国庫負担割合を２分の１に引き上
げてからこの差額が大きくなったわけですが、
今後消費税の税率を上げていくときには、この
高齢者３経費をどうやって消費税できちんと埋
めていくか、或いは、国と地方で上がる分の消
費税についてどういう考え方で分けていくか、
そういったところがこれから具体的に調整をし
なければいけない課題の１つでございます。

それから、資料○２９は、いわゆる消費税の逆進
性問題についてです。附則１０４条では複数税率

の検討も書いておりましたが、政府・与党の成
案では、どちらかというと給付を優先に検討す
るということになっていることについては、先
ほど申し上げました。左側の２つ目の○ですが、
逆進性対策として、例えば飲食料品等への軽減
税率の適用という議論があるわけですが、軽減
税率ですと低所得者だけではなくて中高所得者
もその恩恵を受けるということで、逆進性対策
としての有効性や効率性の観点からどうか、或
いは、軽減税率の対象を仕分けるときに、事業
者や税務当局で相当複雑な事務をしなければい
けないといった問題もあります。それから、税
収のロスということで、例えば飲食料品等を
５％に据え置きますと増収幅は２割程度目減り
するとここに書いてありますが、軽減税率の対
象が広がりますと、上げるべき標準税率の方の
税率を大きくしなければいけないといったよう
な複数税率に伴ういろいろな課題を考えますと、
なるべく制度を簡素に効率的に設計するという
観点からは、現時点では複数税率よりも給付な
どによる対応を優先することを基本に検討する
といった方向感になっているということでござ
います。
資料○３０は、こういう観点から各国の比較をし

たものです。VRR というのは VAT Revenue
Ratio と言いまして、付加価値税の収入の割合
ということですが、例えば日本の場合には税率
が５％ですが、VRR は０．６７となっています。
これは非課税制度などがあるものですから、税
率は５％でも実質的にはその０．６７の割合で税収
をいただいているということでございます。

これについて諸外国を見てみますと、ちょっ
と上の方に行きますと、フランスは標準税率が
１９．６なのですが、この VRR は０．４９です。フラ
ンスは非課税制度や幅広い軽減税率の制度があ
るものですから、１９．６％とは言っていても、実
力の税率はその半分ぐらい、１０％弱ぐらいだと
いうことです。その下のドイツも標準税率は
１９％ですが、実力の税率はその０．５５ということ
です。非課税や軽減税率の仕組み、或いはゼロ
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税率といった特例を設けますと、消費税の税収
力がそれだけ弱まりますから、逆に、例えば０．５
の場合には１０％分の税収を得るためには２０％に
しなければいけないということだろうと思いま
す。下の方にありますが、ニュージーランドは
飲食料品等への軽減税率制度がないものですか
ら、この VRR は０．９８ということで、１２．５％の
税率そのままでほぼ税収をいただいているとい
ったことでございまして、この辺も見ながら今
後議論をしていく必要があるかなと思っていま
す。
資料○３１は、いつもよくご覧いただく、われわ

れも時々面白がって付けている資料ですので、
今日も付けてまいりましたが、軽減税率制度を
持っている国で食料品に対する軽減税率の運用
でどんなことが起きているかという表です。例
えばぜいたく品は標準税率だけれども、普通の
食料品は軽減税率といったような考え方を取っ
たときに、フランスは、キャビアは標準税率で
すがフォアグラやトリュフは軽減税率にしてい
ます。国内産業保護のためフランス国中でとれ
るものについては軽減しているとか、マーガリ
ンとバターで異なる税率になっているとか、ゴ
ディバのような高級チョコレートは標準税率で
すが、スーパーで売っているような板チョコは
軽減税率とか、執行上線引きでいろいろと苦労
しつつ、複雑な配慮が行われているというのが
１つです。

それから、外食と食料品の違いということも
よくあります。外で食事をするときにはサービ
スということで標準税率とする一方、食料品は
軽減税率という考え方で、仕分けをどうするか
ということで、イギリスは温かいものは標準税
率、そうでないものは軽減税率。ドイツは、同
じハンバーガーでも「店で食べます」と言うと
標準税率で、「持って帰る」と言うと軽減税率
になる。カナダは、持って帰れるか、持って帰
れないかで、５個までは店で食べるだろうから
標準税率、６個を超えると持って帰るのだろう
から軽減税率という、制度をつくって線引きを

するときに非常に苦労をしているということで
す。我々としては消費税は単一税率でなるべく
簡素な仕組みを残しておきたいと考えておりま
すが、この辺はいろいろな利害関係が絡みます
と税制が複雑になるという１つの例ではないか
と思います。

４．法人税

資料○３３は、わが国の法人の実効税率を国際比
較したグラフです。

端的に言って、諸外国に比べて実効税率は高
いという問題意識の下で、ご承知のように、資
料○３４にございますが、２３年度の税制改正案では、
一定の課税ベース拡大を行いつつも、法人実効
税率を５％引き下げる、このために国の法人税
率は現在の３０％を２５．５％まで下げるという法案
を国会に出しております。

右の方の折れ線グラフを見ていただくと、国
の法人税率としては２５．５％まで下がりますと、
米、仏、英といった先進国と比べるとかなり低
いところまで来ますが、中国、韓国、シンガポー
ルといったアジア諸国に比べるとまだ高い状況
にあるということではないかと思います。

５．社会保障と税に関わる番号制度

時間の関係で飛ばさせていただいて、西山先
生からお話がありました番号制度の状況につい
てお話をいたします。
資料○３８は番号大綱の概要です。
今年の６月に政府与党として「社会保障・税

番号大綱」というものを策定し、公表したとこ
ろでございます。この番号制度は、社会保障制
度と税制を一体的にとらえて、社会保障給付の
効率性、透明性、公平性を高めようということ
を主眼に、社会保障給付をうまく国民に届ける
という観点で番号が使えないか、また、その番
号を税務面でも利用しようということです。こ
の秋以降関係法案を国会に提出して、法案が通
れば、平成２６年（２０１４年）６月に番号を個人、
法人に付与する。それから、平成２７年（２０１５年）
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１月以降、社会保障分野、税務分野で可能な範
囲で番号の利用を開始していこうというスケジ
ュールになっています。
資料○３９は、番号の税務分野での利用です。ご

承知のように、税務分野での番号の役割は、１
つは所得把握を適正にし、効率化していくとい
うことです。税務当局に提出される納税者から
のいろいろな申告書や法定調書について、番号
を付けて、番号でもって効率的に名寄せや突合
をして、所得把握を適正化しようということで
す。まずは、現行の調書類に番号を付けるとこ
ろから始めますが、番号だけで所得把握が進む
わけではありませんで、番号を付ける法定調書
の拡充を追加的にお願いする議論を今後具体的
にしていきたいと思っております。

もう１つは、税務面でも番号が入ることによ
って、納税者の方々の利便が向上するようなこ
とを考えようということで、なるべく書類を省
略するとか、番号があればパソコンからいろい
ろな情報を提供したり、情報を入手したりする
とか、国と地方にばらばらに出している調書類
を電子的に１カ所に集約して、国・地方は役所
の側で情報交換をお互いにするようにするとか、
そういったことをして、納税者利便の向上や簡
素化といった方向で番号を利用できないかとい
うことも今後検討していかなければいけないと
思っております。

６．震災復興対策

最後に、復興財源、復興増税の議論について
簡単にお話をしたいと思います。

東日本大震災復興基本法（資料○４０）が、これ
は超党派の賛成で成立しております。その第５
条に「国民は、（中略）、相互扶助と連帯の精神
に基づいて、被災者への支援その他の助け合い
に努める」と書いてあります。

第８条に「復興債の発行等」という規定がご
ざいまして、復興のいろいろな費用を賄うため
に、まずは復興債を発行するということになっ
ています。これについてはその他の公債と区分

して管理する。それから、あらかじめその償還
の道筋を明らかにするということで、復興債の
償還財源をあらかじめ決めた上で、復興の費用
を賄っていこうという考え方です。
資料○４１は、五百旗頭教授が座長をされた構想

会議の報告書です。
これを踏まえて資料○４２ですが、７月末に政府

として復興の基本方針をまとめました。これに
基づいて、今後、復興財源の議論をしていくこ
とになります。

ポイントだけ申し上げますが、まず復興期間
です。復興期間は、阪神淡路大震災の例も踏ま
えながら１０年間として、復興需要が高まる当初
の５年間を「集中復興期間」と位置付け、なる
べく前倒しで復興に当たっていこうということ
です。

次の事業規模と財源確保というところで、５
年間の「集中復興期間」に見込まれる事業の費
用（公費）が少なくとも１９兆円ということにな
っております。これについて、②の基本的な考
え方で、今を生きる世代全体で連帯し負担を分
かち合うことを基本に財源を考えていこうとい
うことで、１９兆円の中から１次補正、２次補正
で既に対応した分を除いた１３兆円について、歳
出削減、国の資産の売却等の税外収入、公務員
の人件費の見直し、それから、時限的な税制措
置により確保するということになっています。
この税制措置は基幹税などを多角的に検討する
ということで、所得税や法人税、消費税を中心
に臨時増税の仕組みを考えていくことになろう
かと思います。

復興債の償還期間が増税の期間ということに
なりますが、先ほどの５年という集中復興期間
や１０年という復興期間を踏まえて今後検討する
ということになっています。

その上で、今後の進め方のところですが、２３
年度の復興のための３次補正予算の編成と併せ
て、復興債の発行や税制措置の法案を策定し国
会に提出するということで、まずは税制調査会
で具体的な税目、年度ごとの規模等を組み合わ
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せた複数の選択肢を検討し、政府与党の中で議
論していくことになっています。また、この決
定に当たりましては、２３年度税制改正と併せて
与野党間の協議を呼び掛け、合意を目指すとい
うことです。

２３年度税制改正（資料○４３）は、先ほど申し上
げた法人税の減税などが織り込まれているわけ
ですが、個人所得課税についての給与所得控除
の見直しや法人税減税等の法人課税の改革、そ
れから、相続税の見直しや贈与税の軽減といっ
た資産課税、それから、地球温暖化対策のため
の税の導入といった大きな改正項目については
まだ国会で通っておりません。もう１つ、いわ
ゆる納税者権利憲章の策定等の国税通則法の抜
本改正部分も与野党間で異論がございまして、
これも通っておりません。その他の部分につい
ては、６月に分離した上で与野党合意で成立し
ましたが、大所の改正がなお継続審議の形で残
っておりまして、この辺の改正についても、復
興財源との関連で一緒に議論するということが
与野党合意になっておりますので、この取扱い
も含めて今後調整を進めていくことになろうか
と思います。
資料○４４は東日本大震災への税制上の対応（第

一弾）（国税）です。
細かいことはここではお話をしませんが、復

興のための税制上の対応としては、復興増税だ
けではなく、被災した方や被災した企業に対す
る税制の軽減措置も行っていまして、４月に震
災のための震災税特法が第一弾の対応として成
立していますが、３次補正と併せまして第二弾
の対応も検討しております。
資料○４５からがそのリストでありますが、例え

ば「復興特別区域に係る税制上の特例措置」で
は、被災地の特区に対して、いろいろな規制を
緩和したり、税制上の措置を設けたりしようと
いう議論が進んでいます。この他にもいろいろ
とリストアップしていますが、被災地からの要
望も受けて、税の軽減措置もこの秋に追加的に
講じる予定でございます。

大変雑ぱくですが、ざっとご説明させていた
だきました。

―――――――――――――――――――――
（水野） 古谷局長、ありがとうございました。
それでは、今度は地方税につきまして北崎課長
からお話をいただきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題

１．平成２３年度税制改正大綱

（北崎） 地方税につきまして、先ほどの総務
省資料の資料14からご説明をさせていただきま
す。まず資料14は、２３年度の税制改正大綱を閣
議決定したものでして、ここで税目別に大体地
方税ではどういう取り組みをしていくという検
討の方向を書いております。それをざっとご紹
介させていただきたいと思います。

まず、１番目で個人住民税でございまして、
基本的な考え方というところで、個人住民税は、
皆様ご存じのとおりですが、「地域社会の会費」
です。住民がその能力に応じて広く負担を分か
ち合うという性格を持っていますので、一番下
に飛んでいただきますと、所得税における控除
の見直しなどいろいろなことに留意しながら、
控除の見直しについて検討を進めていくという
のが方向としてございます。

それから、資産課税ということで固定資産税
です。これはどの市町村にも広く存在して、先
ほどの税源の偏りも小さい、市町村税としてふ
さわしい基幹税目だという認識がございますの
で、適正な評価をして、２４年が３年に一度の評
価替えになります。ここに向けて検討を進める
というのが基本的な方向でございます。

法人課税につきましての方向感覚を書いてお
ります。課税ベースを拡大しつつ、実効税率を
引き下げるというのは、国税と合わせて私ども
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も取り組みをさせていただいているところです
が、残念ながらまだ衆議院で継続審議になって
いるという状態です。それから、企業立地など
のわが国の魅力を向上させる税制措置も講じま
すという方向がございます。

消費課税につきましては、偏在性が少なく税
収が安定的なものでございまして、経常的な
サービスをあまねく提供する地方自治体の基幹
税として適切であるという基本的な考え方がご
ざいまして、抜本改革の検討と併せていろいろ
と検討してまいりますということでございます。

環境関連税制につきましては、森林の吸収源
対策など地球温暖化対策の諸施策は地域でも総
合的に実施しておりますので、その財源を確保
する仕組みについて検討していくというのが方
向でございます。

地方税は、先ほどご覧いただきましたが、充
実をさせていく方向で考えていきますというこ
とと、もう１つは、自主的な判断でありますと
か、地方税での執行の責任を拡大するでありま
すとか、そういった視点で検討すべしという方
向が示されております。

２．個人住民税

これから各個別税目ですが、資料15は個人住
民税の概要を示したものですので、飛ばさせて
いただきます。

先ほど先生からご指摘がございました応益性
の観点から、個人住民税につきまして改正をち
ょっと前にさせていただきました。これは資料
16にありますように、１８年度までは個人住民税
も５％、１０％、１３％の累進課税でしたが、１９年
度からこれを１０％の比例税率にさせていただき
まして、５％を国から頂き、５％足し１０％とし、
１３％のところの３％分を国にお渡しして、私ど
もとしてみれば個人住民税というのは所得の再
配分であるといった機能というよりは、まさに
応益の原則の観点から１０％の比例税率にするの
ですという性格を強めた一方で、所得税では累
進性を強化していただいたという改正をしてお

ります。

３．地方法人課税

それから、法人関係です。資料17はご存じの
とおりの法人課税の概要でして、後の実効税率
の引き下げが資料18で説明しようと思いました
ので、ここに書かせていただきました。

真ん中の欄の法人住民税は、国税であります
法人税額の１７．３％を地方の法人税割として頂い
ていますという課税標準を取っております。

もう１つご説明したいのは、法人事業税の方
で、資本金が１億円超の法人でございますと外
形標準課税を入れてございます。これもいわゆ
る地方税の応益的な性格をより強めるものとし
てこの外形標準課税を入れさせていただいたも
のでございます。
資料18が実効税率を引き下げる、今回まだ衆

議院で継続審議になっているものです。一番上
が、先ほど局長からご説明がありましたように、
法人税は４．５％引き下げをし、そして、法人事
業税や法人住民税の表面税率は変えておりませ
んが、課税標準は法人税額などを取っておりま
す関係で、東京都は超過課税をしておりますの
で、東京都のベースで言いますと、一番下です
が、実効税率は５．０５％下がる、標準税率ベース
ですと４．９２％下がるという法案を出し、今、継
続をしている状態でございます。

法人課税につきまして、地方法人特別税とい
う改正（資料19）をしたものがございまして、
これは２０年度改正でございまして、法人課税は
先ほど見ていただきましたように税源が偏在し
ております。改正しました時点では東京都、或
いは愛知県、大阪など大変な税収が多い時代で
ございまして、改正した当時は、２．６兆円（消
費税１％相当分）という法人事業税の約半分弱
ぐらいを地方法人特別税という国税にさせてい
ただいて、その同額を譲与税ということで、２
分の１を人口割りで、２分の１を従業員数割り
で各都道府県に配ったものでございます。地方
税としてみればやや痛ましいというか、地方税
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を国税化するのは方向としてどうかといって当
時の野党でありました民主党さんが反対をなさ
ったり、いろいろなご議論がございましたが、
税源の偏りについてどう対応していくかという
１つの答えが、税制の抜本改正までの間はとい
うのがそこの一番上の下線を引いているところ
です。抜本的な改革において偏在性の小さい地
方税体系の構築が行われるまでの間の暫定的な
措置としてこういった国税にする、そして、譲
与していくという仕組みを取ったところでござ
います。

４．地方消費税

資料20は地方消費税の関係でして、７番目の
清算というところです。これによりまして地方
消費税は偏在度が少ない仕組みになっておりま
すことがご説明したい点です。国税の１００分の
２５（実質消費税の１％分）、これの４分の３は
経済活動、従いまして、小売の統計やサービス
統計などで配りまして、残りの４分の１の半分
ずつを人口と従業員で割っております。そうい
う形で清算しておりますので偏在が少ない状態
です。
資料21は、先ほどご説明申し上げました消費

税の中での国と地方の実質的な配分がそういっ
た形になっているというものでございます。
資料22以降は、いわゆる社会保障と税の一体

改革の成案の中でいろいろな記述はされており
ます。その中で地方消費税関連の指摘があるも
のを縷々書いておりますが、時間の関係上、そ
こに掲げただけにさせていただければと思いま
す。

基本的には、今現在あります５％分の国と地
方の配分については、交付税も含めてこれを引
き続き行うということを前提に、５％から、２０１０
年代半ばまでに段階的に引き上がっていきます
分のプラス５％の部分については、社会保障の
国の施策、それから、地方においての社会保障
についての施策の経費に充てます。その地方の
方の経費についてはややご議論がありまして、

ここまで見るのかとか、これはあまりにやりす
ぎの部分があるので、これは今回の消費税のア
ップのときの配分には入れるべきではないので
はないかとか、いろいろなご議論がありますの
で、今現在、国と地方、省庁で言いますと、総
務省、財務省、厚生労働省で、その地方単独の
事業について仕分けというのでしょうか、どこ
までを今回の議論の中で見ていくべきかという
作業をしている段階でございます。

そこら辺のこれは見るべき、見ないべきとい
うものが資料24でありますとか、或いは資料25
は、これは地方団体の側からしたときに、国の
方も社会保障関係費はこんなに伸びますでしょ
うけども、地方団体の方もこれだけ２０１５年度で
推計では伸びますという地方団体側からの資料
でございます。

５．固定資産税

資料26の固定資産税の概要は飛ばしていただ
きまして、資料27をご覧いただきたいと思いま
す。税収は大変安定しております。下の方で丸
を付けておりますのが評価替えの年です。毎年
評価替えの年にいろいろと負担調整をしまして、
そんなに上がらないというのでしょうか、大体
安定した税収が確保されるようにしております。
２４年度、来年度は３年に一度の評価替えの年に
当たるというものでございます。
資料28は、固定資産税とか、不動産取得税と

か、そういったものについて課税の特例措置が
大きく講じられております。それが民主党の政
権になりましてから政策税制の措置は縮減して
いこう、できるだけ簡素な税制にしていこうと
いうことで、今現在２３年度の改正後で、地方税
で言いますと１９７項目に縮減されていっている
というものです。

一番下の帯グラフは、どういった項目で課税
の特例をしているのかというもののボリューム
感をご覧いただきたいと思いまして、そこに付
けさせていただきました。住宅の特例が固定資
産税のところで圧倒的に多いとか、社会保険診
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療はまだ非課税であるとか、住宅ローンなども
やっているというものです。

６．地球温暖化対策関係税

資料29は、地球温暖化税のときに地方の側と
いたしましては、地方も森林の整備であります
とかいろいろなことに手を尽くしておりますの
で、地方の側での、例えばどれだけの比率かは
地方への譲与税という形で財源の手当てができ
ないものであろうかというときに出した資料が
資料30まででございます。

７．地方税の電子化

最後ですが、資料31で、地方税の電子化に今、
取り組んでおります。私どもは eLTAX（地方
税共同電子申告システム）をやっております。
そこで見ていただきますと、２番目の提供サー
ビスの内容というところがございまして、電子
申告の受付でありますとか、或いは年金から特
別徴収をいたしますとか、或いは�３国税との連
携をして、所得税の申告などの国税庁から地方
自治体へのデータ送信、これは今年の１月から
ですが、そういった協力をやらせていただいて
おります。

最終資料32にポンチ絵を付けさせていただい
ております。例えば給与支払い報告書、今まで
ですと、給与の特別徴収していただいた企業の
方からそれぞれの住所地に振り分けて給与の書
類を送っていただかなければならない、そして、
受け取った市町村はそこでまた自分たちで入力
しなければならない、そういったことをやって
おりましたが、電子化をしますと、地方税の窓
口を一本化しますので、そこで自動的に振り分
けをしていく形で、ミスもなくなれば、或いは
コストも少なくて済むという取り組みをしてお
ります。給与を例にしてここではポンチ絵を書
かせていただいておりますが、その他のもろも
ろ努力もさせていただいているところですので、
ぜひご承知おき願いたいと思いまして紹介させ
ていただきました。

私からは以上です。ありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。西山先生、
榎様、それぞれここで地方税の具体的なお話を
いただきましたので、コメントをお願いできま
すでしょうか。
―――――――――――――――――――――

Ⅵ．個別税制の現状と課題につい
ての討論

〔消費税について〕
（西山） 目的税や応益課税の考え方について、
古谷局長と北崎課長からのご説明ありがとうご
ざいました。私は各論の問題としまして消費税
の問題に絞って意見を述べさせていただきたい
と思います。

まず、将来的に望ましい消費税のあり方は、
端的に言って、広い課税ベースと単一税率だと
いうことです。既に複数税率を導入している
EU 諸国の猛省点として、制度の複雑さが制度
の機能不全を起こしているということが指摘さ
れているところです。

そこで、先ほど局長から５つのドーナツと６
つのドーナツの話がありましたが、そのほかの
複数税率の問題点として、今年１月から施行さ
れた、ドイツのホテル宿泊サービスに対する軽
減税率適用を例に挙げてご紹介していきたいと
思います。

ホテル宿泊費に対して標準税率の１９％でなく、
軽減税率の７％が適用されることになり、ホテ
ル業界にしても宿泊者にしても喜ばしいことだ
ったのですが、これについては、なぜホテルに
宿泊するというようなぜいたくに対して消費税
の優遇がされるのか、同じ観光業であってもホ
テル業界だけなぜ優遇されるのか、それから、
本来軽減税率は最終負担者である消費者の逆進
性の問題を緩和するために導入されるものなの
に、なぜホテル業界の経営救済のために軽減税
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率が適用されるのか、というような批判があり
ます。これだけ多くの批判があるにもかかわら
ず、ひとたび導入してしまった軽減税率は、政
治的に引っ込みがつかなくなるのです。いった
ん導入してしまった軽減税率を撤回するという
ことは、政治家にとって非常にリスクが高いた
めに、継続していくしかないのです。

消費課税による逆進性の緩和措置として、軽
減税率が効果的なのではないかという議論もあ
りますが、これも先ほどご紹介しました『マー
リーズ・レビュー』でも、軽減税率の恩恵がそ
の必要のない富裕者にも及ぶという点で、全く
効果の薄い救貧政策であると指摘されています。

逆進性の問題は、軽減税率によるよりも、例
えばカナダで採用されているような一定の所得
以下の個人に対して税の払い戻しをする制度、
つまり給付付き税額控除の方が望ましいと思わ
れます。ただし、所得を正しく把握する必要が
あるという意味で、納税者番号制度が必須アイ
テムになります。

最後に、消費税の今後の課題として簡単に次

の２点について指摘しておきたいと思います。
まず１点は印紙税の問題です。消費税は消費税
ではありますけれども、課税の技術としては取
引税です。従いまして、消費税の取引税的な性
質を考えた場合に、印紙税は廃止するべきでは
ないかと考えられます。例えばイギリスでも今
も一部残っている印紙税について、その廃止の
議論がなされていますし、ドイツでは消費税が
本格導入されたときに、印紙税は廃止されてお
ります。

それから、２点目ですが、先ほどの目的税と
の関係でもありますけれども、そもそも消費税
がヨーロッパの第１次世界大戦の戦費調達のた
めに導入されて以来、財政需要の調整弁的な役
割を柔軟に果たしてきたように思います。そこ
で目的税化することによる制度の硬直化が気に
なるところです。さらに，使用目的よりも、む
しろ支出額の規律ということの方が重要ではな
いかと思うのです。ただ、社会保障４経費、高
齢者３経費に少子化対策費用を加えた４経費に
充てるためにどうしても税率の引き上げが必要
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ということであれば、負担と受益との対応関係、
先ほど課長が「地域社会の会費」という言い方
をされましたが、それを考慮した場合に、少し
大胆な考え方かもしれませんが、国と地方の配
分割合または配分方法を法律で定めて、地方の
配分割合を現状より高く確保するということも
必要ではないかとも思います。
〔ドイツの連帯税の紹介〕

最後に、復興財源の問題ですが、先ほどのご
説明で復興財源の償還期限であるとか、財源が
まだ未確定ということでしたので、１つの教訓
としてドイツの連帯税の問題をご紹介しておき
たいと思います。ご存じのように、ドイツでは
１９９１年に東西統一されたときに所得税と法人税
の税額に付加するという形で連帯税が導入され、
これを旧東ドイツ地域の財政支援に充ててきま
した。これは２０年以上たった現在も継続してお
り、その税率は５．５％だそうです。この連帯税
の問題というのが、終期を定めないで継続して
いる点、それから、２０年も継続しているために、
他の地域からの不平が出ているという点です。
これは実際に旧西ドイツの住民から憲法問題と
して裁判所に提訴されて、今年の７月に連邦憲
法裁判所としては、この連帯税は違憲ではない
という判断を出しましたが、このように期限を
決めずに継続することによって、地域外の納税
者の不満も出る可能性があるということには留
意しなければならないと思います。

以上です。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。では榎様、
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔実効税率の引き下げ〕
（榎） 時間もないようですので、簡単に３点
ほどお話をさせていただきたいと思います。ま
ず１番目が法人実効税率の引き下げです。冒頭、
水野副会長からお話がありましたが、わが国企

業は従来の五重苦に加えまして、震災後はこれ
に電力供給問題が加わって六重苦に直面してい
るといわれております。このままでは海外企業
の国内投資の促進はおろか、わが国企業の海外
シフトが加速していく懸念がございます。企業
の事業活動において税金はコストでありまして、
キャッシュフロー上のキャッシュアウトフロー
でございます。コストを軽減することによりま
して、企業の国際競争力が増大して、キャッシ
ュアウトフローを軽減することによりまして、
企業の投資意欲が増大するわけで、この結果、
雇用の維持増大、個人消費の喚起につながって
デフレからの脱却も可能になると考えておりま
す。

このような観点から、平成２３年度の税制改正
法案に盛り込まれましたが、実現されなかった
法人実効税率の５％引き下げ、これは早急に実
施をする必要があると考えております。さらに
は、主要国並みの３０％、アジア近隣諸国並みの
２５％までの引き下げについても視野に入れてい
くべきではないかと考えておりますが、まずは
法人実効税率の５％引き下げについて、復興増
税との兼ね合いもあるかと思いますが、明確な
道筋をつけていただきたいと考えております。

〔研究開発税制〕
２点目が研究開発税制です。スーパーコンピ

ューターではありませんけれども、常に１番を
目指していく、このことによって切磋琢磨をし
ていく、それにより恒常的なイノベーションを
通じて科学技術の優位性を保持していくことが、
資源が少ない技術立国としてのわが国が持続成
長を維持するために不可欠なものといえると思
います。しかしながら、研究開発は不確実性が
高く事業化には長時間を要するということから、
キャッシュフロー面でこれを支える措置が極め
て重要であり、税制面での措置もその１つであ
ると考えております。わが国の先端的研究開発
を推し進め、わが国企業の国際競争力を維持・
強化するためには、研究開発税制をさらに拡充
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し、使いやすい制度に改めていく必要があると
考えております。
〔地方税の方向性〕

３点目が地方税の方向性ということでござい
ますが、北崎課長からご説明いただきましたよ
うに、地方消費税を充実するとともに、地方法
人課税のあり方を見直すことなどによって、税
源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体
系を構築するといった方向性が出されておりま
すし、この方向性には全く異存はございません。
企業の立場としても一定の基準で各地方自治体
に分割納付しております事業税や地方住民税、
これらが究極的に法人税に吸収されることにな
れば大いに事務作業の効率化にもつながると考
えております。この点につきましてももう少し
具体的な方向性などお話しいただけるものがご
ざいましたらお願いしたいと考えております。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。ご意見に
対して一言ずつご返答いただいた方がよろしい
かと思いますが、古谷局長、いかがでしょうか。
―――――――――――――――――――――

〔消費税〕
（古谷） 時間の関係もありますので、簡単に
コメントいたします。西山先生の複数税率の問
題点、それから、ドイツの連帯税の課題、あり
がとうございました。われわれも同じような問
題意識を持っております。先生のご指摘も踏ま
えて検討していきたいと思っております。
〔印紙税〕

それから、消費税との関係で印紙税のお話が
ございました。ご指摘のとおり、印紙税という
のは古い文書課税でございますので、いろいろ
な問題提起があるのを承知しております。契約
書とか、領収書とか、財貨・サービスの消費に
課税しているという点で究極的に消費税と重複
するのではないかというご指摘があるのも承知

していますが、一方で、消費税が課税にならな
い金融取引ですとか、土地取引にも印紙税は課
税をされておりまして、消費税との競合、或い
は資産課税などの補完など、わが国の税体系上、
印紙税が担っている役割も考えながら、印紙税
のあり方についてどのように考えるか勉強して
いきたいと思います。
〔法人税〕

それから、榎さんからありました法人税減税、
研究開発税制については、基本的に私どもも同
じ考えでおります。２３年度改正での実効税率の
５％下げは、継続審議になっていまして未だ通
っていませんが、復興の基本方針の中でもこの
法人税の実効税率の引下げについては、産業空
洞化を防止する観点から実施を確保することを
前提に、復興財源の中で法人税をどう考えるか
という位置付けになっていますので、２３年度改
正を今後与野党で協議していただいて、何とか
これを通していただくことが基本ではないかと
いう認識を持っております。

簡単ですが、以上でコメントを終わります。

―――――――――――――――――――――
（水野） ありがとうございました。北崎課長、
いかがでしょうか。
―――――――――――――――――――――

〔地方消費税〕
（北崎） まず、西山先生がおっしゃっていた
だきました、消費課税は受益と負担の対応関係
でいいますと、地方の配分割合を増やすという
選択が望ましいと言っていただきましたので、
私どもとしてみれば、どういうことであれ、今
後上がっていきます際の国税としての配分、地
方税としての配分についてはいろいろな議論が
あるところです。先ほど申し上げましたが、年
金はまさに中央政府がやっておりまして、大き
いところがやっておりますが、そのほかのとこ
ろは中央政府が費用を負担し、地方政府も費用
を負担し、しかし、現場で実際にやっておりま
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すのは市町村であったりするところが多ござい
ますので、国民の皆様がよりそのサービスに納
得して払っていただけるという消費課税である
とすれば、そういったご議論の余地があるのか
なと、大変ありがたく拝聴した次第です。
〔地方法人課税〕

それから、榎様のお話で、地方の法人課税を
法人税に吸収していくと大変ありがたいと、正
直なところだろうと思いますが、例えば私がご
説明しました総務省資料１９でございます。国と
地方との、最終消費支出では地方団体での支出
の方が多ございます。日本国の中にあります税
の元というのでしょうか、税源というのでしょ
うか、それは個人の所得であり、法人の所得で
あり、あと、消費課税のもととなる消費でござ
います。大きい税目については、やはり地方団
体の最終消費支出がこういう大変大きい、国と
いうのは各種ありますが、その際には同じよう
な税の課税標準について税をシェアするような
形でやっていかないと、それぞれの税目をばっ
とこちらに渡し、ばっとこちらに渡すというの
では、それぞれの税目の性格がございますもの
ですから、そこら辺のバランスも考えながらや
っていきたいと思っております。

ただ、総務省資料１９にありますように、税制
の抜本的な改革におきましては、地方法人特別
税の取扱いを、これはまさに暫定的な措置であ
りますので、この決着をつけていかなければな
らないという意味においては、地方法人課税の
あり方はこの検討の俎上に必ず載っていくもの
であると理解しているところでございます。ま
たご指導を賜ればありがたいと存じます。

以上でございます。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（水野） ２時間にわたりまして、いろいろな
論点、新しいニュースなどをお話しいただきま

して、ありがとうございました。
簡単なまとめを申しますと、最初に古谷局長

が財政の健全化の問題と、それから、将来の少
子高齢化社会に対して税制がどういう役割を果
たし得るか、それから、３番目には災害復興の
問題がありましたが、現在の租税政策というの
は、これらの問題を全部まとめて考えなければ
ならないところにおります。特に財政の健全化
も、じきに国・公債が１，０００兆円に達してしま
うような状況ですので、既に議論していただい
ていますけれども、消費税を中心とした税源の
充実ということは避けられないのではないかと
思います。

特に、税と社会保障の一体的な改革の成案の
中で消費税の税率の問題、それから、その場合
には複数税率ではなくて給付付税額控除が最近
言及されるようになりましたが、これは西山先
生も言われましたが、そういう方向で法案が、
すぐにというわけにはいかないと思いますが、
進められることになると思います。

それから、榎様のお話にありました法人税減
税、これは平成２３年度の法案にもう既に入って
おりますが、なかなか調整ができないという状
況ですが、この法人税というものが今後一体ど
ういう方向に行くのか私もよくわからないので
す。といいますのは、非常に国際化、グローバ
ル化が進みまして、法人税が高いと、特に金融
のようなものは簡単に外国へ動いてしまう。各
国がそれによってどんどん税率の引き下げをし
ますと、その負担はすべて消費税の方へ回され
るような形になってしまうのかどうか、或いは
法人税の存在意義をもう一度考え直してみるの
か、このあたりが残された論点と思っておりま
す。

皆様、ご清聴いただき、ありがとうございま
す。お忙しい中ご参加いただきました古谷局長、
北崎課長、西山先生、榎様、ありがとうござい
ました。
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